
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙の絵 

令和元年度牛久沼水質浄化ポスター優秀賞 小学校低学年の部 

牛久市立中根小学校３年（現 4年）坪来 柑奈さんの作品です。 

牛久沼の水質浄化には流域住民の理解と協力が不可欠であるため、牛久沼流域水質浄化対

策協議会（4市町村及び 5団体）を中心に県、市町村及び流域住民が一体となって水質保全

に向けた広報啓発や各種の水質浄化活動を展開しています。 

その中で、自然環境に対する青少年の意識高揚を目的に、牛久沼流域各市の小学生及び中

学生を対象とした水質浄化ポスターを募集し、優秀作品を選定し表彰を行っています。 

 



 

自然と暮らしが共生する、人にやさしいまちをめざして 

 

牛久市の環境を守り育てる条例（平成１５年３月２６日条例第３号）第１８条の規定

に基づき、牛久市の環境の状況並びに環境の保全及び創出に関して講じた施策に

関する令和２年版環境報告書をここに公表いたします。 

  

経済発展に伴い、私たちの生活は大変便利なものとなりましたが、一方で二酸化

炭素をはじめとする温室効果ガス排出量は増加し、地球規模で温暖化による自然

災害が頻発化・激甚化しており、生存基盤を脅かす状況となっております。 

 

このような中、牛久市では平成２０年３月に茨城県で最初のバイオマスタウンとし

て構想を公表、平成２５年６月には国内で初めて「バイオマス産業都市」に認定され、

太陽光発電設備の導入や、災害時の給電にも活用できる電気自動車の導入、LED

照明の導入、バイオマスの利活用などを通じて地域循環型社会の構築と地球温暖

化防止に取り組んできたところであり、令和２年７月には２０５０年までに二酸化炭素

の実質排出量をゼロにする、「ゼロカーボンシティ」を表明したところであります。 

 

２０１５年には「パリ協定」が採択され、世界共通の長期目標として世界の平均気

温上昇を産業革命前と比較し、２℃より十分低く保ち、１．５℃に抑える努力をするこ

とが掲げられました。また同年、国連サミットにおいて採択されたＳＤＧｓ（持続可能な

開発社会）が掲げる１７のゴールのうち、国は少なくとも１３は直接的に、残り４つは

間接的に環境に関連しているとしており、産業の育成、医療・福祉の向上、災害対策

といった地域における諸問題の解決には、脱炭素社会の実現が必要不可欠である

と考えております。 

そのためにも市民や事業者の皆様方がそれぞれ自己の果たすべき役割を認識し、

解決しなければならない問題に対し積極的に取り組むことができるよう、市は様々な

施策に先導的に取り組んでまいります。 

 

最後に、本報告書が市民の皆様の環境に対する理解を一層深め、環境の保全に

向けた行動への一助となれば幸いです。 

 

 

 

  

               令 和 ３ 年 ２ 月 

                                          

牛 久 市 長   根 本  洋 治 
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１ 位置及び地勢 

 牛久市は茨城県の南部、首都中央部から北東約 50km で東経 140°08’59″、北緯 35°

58’46″に位置しており、県庁所在地の水戸市へは北へ約 55km、土浦市やつくば市の中心

部へは約 15km の位置にあります。JR 常磐線をはじめ圏央道、国道 6 号、国道 408 号など

により、広域交通利便性が高く、北側で土浦市・阿見町、東側で稲敷市、南側で龍ケ崎市、

西側でつくば市と隣接しています。 

市域は面積 58.92km2で、東西に約 14.5km、南北に約 10.7kmの広がりを有しています。 

 市の中央部を流れる小野川周辺及び南西側の牛久沼周辺は沖積層の低地部となっており、

その他の地域は関東ローム層の筑波・稲敷台地部によって構成され、平均海抜は概ね 20m

前後です。 

 

 

 

 

 

 

 

【市の地形】 

・広狭･･･東西：14.509km 南北：10.663km 

・面積：58.92km2 

・海抜･･･最低：4.4m 最高：30.1m 

・周囲･･･約 54km 

・市役所の位置･･･東経 140°08’59”  北緯 35°58’46” 

１ 牛久市の概況 
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２ 気候 

 牛久市の過去 5年間の年平均気温は 14.9℃、年降水量は 1,305mmとなっており、概して

気候は温暖であり、四季を通して恵まれた環境にあります。 

 令和元年の平均気温は、15.0℃、降水量は 1,486mmでした。平成 30年と比較すると平均

気温は 0.3℃下がり、年降水量は 271mm増加した年でした。 

 水戸地方気象台龍ケ崎観測所における平均気温及び降水量の推移については下表の通り

です。 
 

区分 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 

年平均気温（℃） 14.9 14.9 14.3 15.3 15.0 

年降水量（mm） 1,393 1,261 1,170 1,215 1,486 

（出典：水戸地方気象台龍ケ崎観測所） 

 

３ 人口 

 令和元年 10 月 1 日現在の常住人口は 84,637 人、世帯数は 34,653 世帯であり、平成 30

年から人口が減少に転じています。世帯数は増加傾向にあります。 

 人口、世帯数の推移は下表の通りです。 
 

区分 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 

人口（人） 84,317 84,704 84,820 84,785 84,637 

世帯数（世帯） 33,223 33,696 34,064 34,384 34,653 

（出典：茨城県常住人口調査 各年 10月 1日現在） 
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１ 牛久市の環境を守り育てる条例 
 

 私たちは環境を構成する生態系の一員であり、享受できる環境には限りがあること、ま

た、さらに豊かな環境を創出し、環境と共生できる社会の実現に努めなければならないと

する認識のもと、すべての市民の参加と協働により、持続的発展が可能な社会の構築と、

人と自然が共生することができる健全で恵み豊かな郷土の環境を保全し、創出し、将来の

世代へ継承していくために平成 15年 3月に制定された条例です。 

 この条例の目的は、環境の保全及び創出について基本理念を定め、牛久市、市民及び事

業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創出に関する施策の基本となる事項

を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進することによって、市民の現在及び将来にお

ける恵み豊かな環境並びに健康で文化的な生活の確保に寄与することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○条例に規定されている「基本理念」 

１ 環境の保全及び創出は、市民が安全で健康かつ文化的な生活を営むうえで欠くこと

のできない健全で豊かな環境の恵みを等しく享受し、将来の世代に継承されるよう

適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全及び創出は、多様な自然環境に恵まれた本市の特性を生かし、人と自然

との共生を確保し、すべての者が公平な役割分担の下で環境への負荷の少ない持続

的発展が可能な循環型社会を構築するため、自主的かつ積極的に取り組むことによ

って行われなければならない。 

３ 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、市民の健康で安全かつ文化的な生活を

将来にわたって確保するうえで極めて重要であるため、すべての事業活動及び日常

生活において推進されなければならない。 

   環境に関連する主な市の条例 

   牛 久 市 環 境 基 本 計 画 
２ 
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２ その他環境に関連する主な市の条例 
 

1)牛久市公害防止条例（昭和 52年 3月制定、施行） 
 

  市民の健康で文化的な生活を確保するため、牛久市の環境を守り育てる条例の基本理念

にのっとり、市、事業者及び市民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに、公

害の防止に関する市の施策の基本となる事項を定めることを目的としています。 

 

 2)牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例（平成 16年 3 月制定、同年  

4 月施行）  
 

 一般廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、一般廃棄物を適正に処理す

ることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民のより良い快適な

環境の創造を目指した循環型社会の実現に資することを目的としています。 

 

 3)牛久市不法投棄防止条例（平成 15 年 3 月制定、同年 6 月施行）  
 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てる

行為の未然防止並びに早期発見及び早期対応に関し、必要な事項を定め、良好な生活環境

を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的としています。  

 

 4)牛久市環境美化の推進に関する条例（平成 16 年 3 月制定、同年 6 月施行）  
 

 ごみの投げ捨て、宣伝物等の放置及びふん害等のまちの美観を害する行為を市、事業者、

市民等及び土地所有者等が協働し防止することについて必要な事項を定めることにより、

快適な生活環境の確保及び清潔で美しいまちづくりに資することを目的としています。 

 

 

３ 牛久市環境基本計画 
 

  牛久市環境基本計画は、牛久市の環境を守り育てる条例第 7条により、環境の保全及び

創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、市長が定めることとされていま

す。同計画は、平成 18年 3月に策定され、現在第 3期目として進行中であり、基本計画を

実現するための取り組みを示した実施計画を策定しています。 

 

 1)計画の期間 
 

平成２９年度～令和３年度（５年間） 

 

 

 

 

javascript:void%20fnHonLink(1918,'z5000720041504011.html','TOP')
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環境報告書（施策の進捗を把握） 

 

 2)環境基本計画実施計画及び環境報告書の位置付けと基本的な考え方 
 

 環境基本計画実施計画は、まちづくりの将来像「笑顔があふれ やすらぎのあるまち う

しく」や、目標像「自然と暮らしが共生するひとにやさしいまち」の実現を目指し、基本

計画に基づき牛久市の環境目標指標を達成するための、市の主要事業の取り組みを示した

ものです。可能な限り詳細な目標値を定めることで、進捗状況や成果の点検・評価を行い

やすくし、見直しや改善につなげることを目指します。また、環境報告書においては、目

標指標の実績を毎年度モニタリングすることにより、施策の進捗を把握します。 

 

 

 

 

 

 

  

牛久市環境基本計画 

（牛久市地球温暖化対策実行計画） 

 

牛久市第３次総合計画 

環境基本計画実施計画（環境に配慮した施策・事業の実施） 

牛
久
市
バ
イ
オ
マ
ス 

タ
ウ
ン
構
想 

 

 

環境基本法 牛久市の環境を守り育てる条例 
 

 
強く関係する 

計画 

う
し
く
エ
コ
オ
フ
ィ
ス 

行
動
計
画
等 

 

 

都市計画 

マスタープラン 

牛久市景観計画 

 

牛久市一般廃棄

物処理基本計画 



環境指標/具体的な目標
平成30年度実績
(2018年度）

令和元年度実績
(2019年度）

目標値 目標年度
達成状況
※2

目標への進捗状況・課題 参照P 担当課

１．生活環境 ①大気環境の保全 大気汚染に係る環境基準の達成
光化学オキシダントのみ環境基
準未達成（48日、228時間）

光化学オキシダントのみ環境
基準未達成(50日、216時間）

環境基準全て達成 令和2年度
茨城県が、竜ヶ崎保健所測定局・土浦保健所測定局・土浦中村南測定局で大気汚染調査を実施している。
牛久市では、クリーンセンターで、ばい煙発生施設調査を実施して、結果を公表している。また、光化学オキ
シダントの問題は、近隣市町村も関係しているため、県等の関係機関に働きかけている。

7,8,9 環境政策課

②水環境の保全
牛久市内に流入する河川の環境基
準の達成（BOD75％値）

環境基準達成 環境基準達成
環境基準達成

（小野川2mg/ℓ以下）
（稲荷川3mg/ℓ以下）

令和2年度 ○ 継続して、啓発活動、水質監視する。 13,15 環境政策課

牛久沼水質保全計画の達成
（牛久沼湖心のCOD）

COD年平均値　8.0mg/ℓ
COD75％値　　8.8mg/ℓ

COD年平均値　7.2mg/ℓ
COD75％値　　8.7mg/ℓ

第4期牛久沼水質保全計画
における水質目標

COD年平均値6.7mg/ℓ
COD75％値7.5mg/ℓ

令和3年度
※1

茨城県が牛久沼の水質測定を実施している。牛久市では牛久沼うなぎ放流・自然観察の集いなどのイベン
トを実施し、水辺環境に親しむことで水質浄化について啓発をして、水質汚濁防止に努めている。また、牛
久沼流域の４市（龍ケ崎市、牛久市、つくば市、つくばみらい市）等で構成する牛久沼流域水質浄化対策協
議会に、水質浄化について働きかけている。

13,15,16 環境政策課

霞ヶ浦に係る湖沼保全計画の水質
目標の達成（全水域平均のCOD）

COD年平均値　7.3mg/ℓ COD年平均値　6.9mg/ℓ
霞ヶ浦に係る湖沼保全計画
（第7期）における水質目標
COD年平均値7.4mg/ℓ

令和2年度 ○
茨城県が霞ヶ浦の水質測定を実施している。牛久市では、家庭廃食用油の回収や水質浄化キャンペーン
の実施など、家庭排水浄化推進協議会の活動を支援して水質汚濁防止に努めている。また、霞ヶ浦沿岸２
１市町村が構成する霞ヶ浦問題協議会に、水質浄化について働きかけている。

13,15,16 環境政策課

下水道普及率 87.7% 87.9% 87.2% 令和2年度 ○ 下水道普及率は前年度を上回り、目標値を達成できた。今後さらに早期整備を図り、整備後の接続推進に
努める。

13,18,19 下水道課

③水の循環利用の推進 市民1人１日あたりの上水使用量 275ℓ 270ℓ
271ℓ

（平成27年度実績値）
令和2年度 ○ 目的を達成できた。引き続き、家庭でできる節水及び循環利用の推進・啓発活動を実施していく。 20 環境政策課

④騒音・振動環境の保全
交通騒音に係る要請限度の達成
交通振動に係る要請限度の達成
交通騒音に係る環境基準の達成

交通騒音のみ環境基準未達成
（昼間1地点/8地点、
夜間2地点/8地点）

交通騒音のみ環境基準未達成
（昼間2地点/8地点、
夜間3地点/8地点）

騒音に係る要請限度の達成
振動に係る要請限度の達成
騒音に係る環境基準の達成

令和2年度
牛久市では、市内8地点の交通騒音の測定を毎年実施している。交通騒音は夜間3地点、昼間2地点が環
境基準未達成。前年度と比べて、夜間の交通騒音については環境基準未達成が1地点減少した。未達成
の地点については、警察や道路管理者と連携して環境基準の達成に努める。

22,23,24 環境政策課

⑤有害化学物質・悪臭・土
壌汚染対策

公害苦情件数を減らす 26件 13件(21種類) 20件 令和2年度 ○ 目標を達成。また、傾向としては近隣住民同士の騒音振動悪臭の相談が増えている。 25 環境政策課

ダイオキシン類の環境基準の達成 環境基準達成 環境基準達成 環境基準達成 令和2年度 ○ 茨城県が調査を実施している。牛久市周辺の測定地点は環境基準を達成している。
有害物質について情報を収集して、必要に応じて調査を実施する。

25 環境政策課

⑥動物愛護・適正飼育 予防注射実施率 72% 71% 80% 令和2年度 予防注射は、狂犬病予防法で義務付けられていることを踏まえ、飼い主に対する一層の啓発に努める。 26 環境政策課

２．自然環境
⑦良好な自然環境の保全・
活用

緑地・農地の保全・指定の面積 1126.5ha 1126.5ha 1131ha 令和2年度 目標を達成できなかった。さらなる保全の拡大に努める。 27
都市計画課
農業政策課

⑧人と環境にやさしい都市
基盤整備の促進

公園里親加入行政区数 18行政区 18行政区 20行政区 令和2年度
目標値には達していないが公園里親活動に興味のある行政区がいるため、加入に向けて適宜説明等を行
う。また未加入の行政区には引き続き普及・啓発活動を行う。

31,32 都市計画課

違反屋外広告物の苦情・通報件数 19件 6件 0件 令和2年度 目標値を達成できなかった。令和2年度目標値達成を目指していく。 31,33 建築住宅課

⑨緑や水の美しい生活空
間の創出

自然観察の森の年間入園者数 39,682人 42,438人 50,000人 令和2年度
目標値には達していないが東日本大震災以降徐々に来園者数は回復・増加していた。しかし新型コロナウ
イルス感染症の流行により来園者が減っており、今後は三密やソーシャルディスタンス等を踏まえながら目
標値に向けて自然観察の森の魅力をどのようにPRし来園者数を増やしていくか検討する。

34,35 都市計画課

⑩自然遺産の保護
ボランティア活動が行われている平
地林の箇所数

3箇所 3箇所 4箇所 令和2年度
目標を達成できなかったため、引き続きボランティアがやりがいを持って取り組める目標づくりが必要と考え
られる。

37 農業政策課

フクロウが繁殖活動を行っている箇
所数

4箇所 4箇所 4箇所 令和2年度 ○ 目標値を達成している。自然環境を保全して、フクロウが繁殖できる環境を目指す。 37 都市計画課

３．地球環境
⑪地球環境に配慮した取り
組みの推進

「地球環境に配慮した行動をしてい
る」と答えた市民の割合

97.2% 99.1% 96% 令和2年度 ○ 目標を達成できた。広報や環境教育、イベント等の啓発活動により、引き続き市民の環境意識の向上に努
め、1人1人が実践する環境配慮行動が今よりも多くなるようにする。

40 環境政策課

⑫牛久市バイオマスタウン
構想の推進

バイオディーゼル燃料（BDF)製造量 73,700ℓ 70,800ℓ 136,000ℓ 令和2年度
車両燃料については排ガス規制や電子制御化に伴い、使用できる車両は減少傾向にあるが、コージェネ
レーションシステムが全体の消費量の半分以上となってきていることから、ボイラーや発電機等の利用への
転換を推進し、バイオマス利用率の増加を目指す。

46 環境政策課

４．ごみ対策 ⑭ごみの不法投棄の防止 不法投棄件数 120件 120件 200件以下 令和2年度 ○
目標値を達成している。職員、環境美化推進員及び委託による監視パトロール活動の充実を図るとともに、
行政区主体の環境美化活動を促進し、不法投棄やごみ散乱の早期発見に努める。また、市民や警察署と
連携して不法投棄防止の対策を積極的に実施した。

52,53 廃棄物対策課

⑮ごみの再資源化、発生抑
制の推進

市民1人1日あたりの家庭系ごみ排
出量

598.5g/人日 605.2g/人日 519g/人日 令和2年度
ごみ減量の目標値(519ｇ)に対し、あと一人一日あたり86.2gの削減が必要である。ごみの減量については、
かっぱ祭り、エコフェスタのイベントでの体験型啓発や広報紙等による周知を行い、生ごみと古紙類の削減
に努めていく。

55,56 廃棄物対策課

市民1人1日あたりの資源物排出量 110.4g/人日 105.4g/人日 182g/人日 令和2年度
不燃ごみ中に資源物である瓶、缶の混入が見受けられるため、分別の徹底に努めていく。また、資源物の
有効利用を図るため、行政区リサイクル事業や子ども会、老人クラブ等資源物の回収事業を補助を継続し
て実施する。

55,56 廃棄物対策課

事業系ごみ排出量（市民1人1日あ
たりの換算値）

209.8g/人日 201.7g/人日 155g/人日 令和2年度 収集運搬事業および排出事業者に対し分別の徹底を呼び掛け、ごみ減量に努めていく。 55,56 廃棄物対策課

市民1人1日あたりのごみ再生利用
率

17.6% 16.8% 27％以上 令和2年度
飛灰の資源化量が少ないのが課題として上げられる。費用対効果も考慮しながら飛灰の資源化に努めて
いく。

55,56 廃棄物対策課

５．放射能対策
⑯除染作業や食品の放射
能検査、内部被ばく検査

追加被ばく線量 年間1ｍSv以下 年間1ｍSv以下 年間1mSv以下 令和2年度 ○ 除染実施計画に基づく除染は平成26年度で終了し、年間１mSv以下という目標は達成した。今後は、追加
被ばく線量年間１mSv以下を維持するためにモニタリングを継続する。

61
環境政策課
放射能対策
室

６．牛久市地球
温暖化対策実
行計画

環境政策課

牛久市環境基本計画（実施計画）の進捗状況

具体的施策

※1　第4期牛久沼水質保全計画の目標年度にあわせて令和3年度としています。　　※2　目標を達成できていない環境指標については、前年度と比較した傾向（トレンド）を矢印で表記しています。（参考Ｈ３０年度実績　２４項目中　○…８　↗…５　↘…７　→・・・４）

※66ページ「牛久市地球温暖化対策実行計画の進捗状況」参照※

望ましい環境イメージに向けた
事 業 計 画

３

6
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１．生活環境 

＜取組① 大気環境の保全＞ 

 

環境イメージ  深呼吸のしたくなる、さわやかな空気のまちをつくろう 

 

大気は生物にとってなくてはならないものです。普段はあまり意識しませんが、いったん大気が汚

染されると人の健康をはじめ、自然環境等にも影響を与えます。従って、このかけがえのない大気環

境を保全するために、総合的な対策を進める必要があります。 

大気環境の現状については、茨城県が行う測定結果により毎年把握しています。市内に測定地点が

ないため最も近い測定地点である、一般環境大気測定局の竜ヶ崎保健所測定局（龍ケ崎市）、自動車排

ガス測定局の土浦中村南測定所（土浦市）の測定結果をもって把握しています。 

一般環境大気測定局の竜ヶ崎保健所測定局（龍ケ崎市）で測定していない二酸化硫黄と二酸化窒素

については、竜ヶ崎保健所測定局の次に近い土浦保健所測定局（土浦市）の測定値で比較しています。 

ばい煙発生施設であるクリーンセンターの煙突から排出されるガス等を定期的に測定し、排出ガス

の汚染状況を監視しています。 

また、平成 25年度より市役所西側敷地内とひたち野リフレ駐車場において、微小粒子状物質（PM2.5）

の測定を開始するとともに計測データを公表し、環境基準値を超えた場合には注意喚起を行います。 

これらのほか、自動車排ガス対策及び渋滞緩和のための道路改良工事の実施といった大気環境保全

の取り組みを行っています。 

 

◆ 目標とする指標 

 

■主要事業 

 

1） 大気環境測定等の実施  

 茨城県が行った大気環境測定の結果、牛久市周辺の大気環境の現状は次のとおりです。牛久市周辺

の二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の結果については、環境基準を達成していますが、光

化学スモッグ発生の目安となる光化学オキシダントについては、昨年度に続き環境基準を超過した状

況です。 

 

 

 

 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

大気汚染に係る環境基準の達成 
光化学オキシダントのみ  

環境基準未達成 
環境基準全て達成 
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○一般環境大気測定局の令和元年度測定結果と環境基準達成状況／茨城県調査 

 
二酸化硫黄（SO2）※1 

(土浦保健所測定局) 

二酸化窒素（NO2）※2 

(土浦保健所測定局) 

光 化 学 
オキシダント※3 

（竜ヶ崎保健所測定局） 

浮遊粒子状物質※4 

（竜ヶ崎保健所測定局） 

令和元年度 

測定値 

日平均値の2％ 

除外値0.002ppm 

日平均値の98％値 

0.019ppm 

平均0.033ppm/h 

（基準値を超えた日数：

50日、時間数：216時間） 

日平均値の2％除外値 

0.038mg/㎥ 

環 境 基 準 

1時間値の1日平均値が

0.04ppm以下、かつ1時

間値が0.1ppm以下。 

1時間値の1日平均値

が0.04ppmから

0.06ppmのゾーン内又

はそれ以下。 

1時間値が0.06 

ppm以下であること。 

1時間値の1日平均値が

0.10mg/㎥以下、かつ1時

間値が0.20mg/㎥以下。 

環境基準 

達成状況 
○○ ○○○ × ○○○ 

注 一般環境大気測定局の竜ヶ崎保健所測定局（龍ケ崎市）で測定していない二酸化硫黄と二酸化窒素について

は、竜ヶ崎保健所測定局の次に近い土浦保健所測定局（土浦市）の測定値で比較しています。 

※1 日平均値の環境基準との比較については、1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、高い方から

数えて 2%の範囲にある測定値（年間の有効測定日が 365 日の場合には、高い方から数えて 7 日分の測定値）

を除外した後の最高値（1日平均値の年間 2%除外値）を環境基準と比較して評価を行う。 

※2 日平均値の環境基準との比較については、1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、低い方から

数えて 98%目（有効測定日が 365日の場合には、低い方から数えて 358日目）に当たる値を環境基準と比較し

て評価を行う。 

※3 日平均値の環境基準との比較については、1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、高い方から数

えて 2%の範囲にある測定値（年間の有効測定日が 365 日の場合には、高い方から数えて 7 日分の測定値）を除

外した後の最高値（1日平均値の年間 2%除外値）を環境基準と比較して評価を行なう。環境基準を超える日が 2

日以上連続した場合には「未達成」となる。 

 

 

 

 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 各大気汚染物質の環境基準 

   

計 

 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

二酸化硫黄（SO2） 

(土浦保健所測定局) 
達成 達成 達成 達成 

環境基準 

達成 

二酸化窒素（NO2） 

(土浦保健所測定局) 
達成 達成 達成 達成 

光化学オキシダント 

(竜ヶ崎保健所測定局) 
未達成 未達成 未達成 未達成 

浮遊粒子状物質 

(竜ヶ崎保健所測定局) 
達成 達成 達成 達成 
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○一般環境大気測定局測定結果（年平均値）の経年変化／茨城県調査 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

二酸化硫黄（SO2） 

(土浦保健所測定局) 
0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 

二酸化窒素（NO2） 

(土浦保健所測定局) 
0.010 0.009 0.009 0.009 0.007 

光化学オキシダント 

（竜ヶ崎保健所測定局） 
0.033 0.031 0.033 0.031 0.033 

浮遊粒子状物質 

（竜ヶ崎保健所測定局） 
0.023 0.016 0.016 0.017 0.015 

注 一般環境大気測定局の竜ヶ崎保健所測定局（龍ケ崎市）で測定していない二酸化硫黄と二酸化窒素について

は、竜ヶ崎保健所測定局の次に近い土浦保健所測定局（土浦市）の測定値で比較しています。 
                  （単位は浮遊粒子状物質は mg/m3、その他の物質は ppm） 

 

○ダイオキシン類の環境調査結果（令和元年度）／茨城県調査 
 大気に係るダイオキシン類調査結果 
 ・環境基準：0.6pg-TEQ/㎥以下（年平均） 
 ・試料採取：春季令和元年 6月 18日～25日    夏季令和元年 9月 11日～18日 
       秋季令和元年 11月 12日～19日    冬季令和 2年 1月 15日～22日 

   （単位：pg-TEQ/㎥） 

市町村名 測定地点名 所在地 春季 夏季 秋季 冬季 平均 

取手市 取手市役所 取手市寺田 0.010 0.020 0.032 0.015 0.019 

つくば市 市役所豊里庁舎 つくば市高野 - 0.020 - 0.026 0.023 

県内平均値 0.015pg-TEQ/㎥（ 最小値 0.0067pg-TEQ/㎥   最大値 0.023pg-TEQ/㎥  ） 

注 令和 2年版茨城県環境白書から牛久市周辺の測定地点のみを表示しています。 

 

○光化学スモッグ注意報発令状況（竜ヶ崎地域） 

 

警報発令基準 

区分 条件 

光化学スモッグ予報 
光化学オキシダント濃度の 1時間値が 0.12ppm以上になることが予想される 

とき 

光化学スモッグ注意報 
光化学オキシダント濃度の 1時間値が 0.12ppm以上になり、かつ、この状態が 

気象条件からみて継続すると認められるとき 

光化学スモッグ警報 
光化学オキシダント濃度の 1時間値が 0.24ppm以上になり、かつ、この状態が 

気象条件からみて継続すると認められるとき 

光化学スモッグ重大警報 
光化学オキシダント濃度の 1時間値が 0.4ppm以上になり、かつ、この状態が 

気象条件からみて継続すると認められるとき 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

注意報発令日数（日） 2 0 0 0 3 
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2) ばい煙発生施設調査（クリーンセンター）  

クリーンセンターの煙突から排出されるガス等の測定を行ったところ、すべての測定項目で、大気

汚染防止法が定める公害規制値より厳しい値である牛久市協定値を下回りました。 

 

○排ガス分析結果（クリーンセンター）   

注 1  ダイオキシン類を除く測定値は各年度の平均値。 

注 2  ダイオキシン類の測定回数は原則年 1回/炉。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 ごみ焼却施設排ガス規制値 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

規制値以下を

達成 

規制値以下を

達成 

規制値以下を

達成 

規制値以下を

達成 

規制値以下を

達成 

区分 
年度 平成 30年度 令和元年度 

協定値    炉 1 号炉 2 号炉 3 号炉 1 号炉 2 号炉 3 号炉 

測定回数 － 3 5 4 3 4 5 

ばいじん 0.01g/m³N以下 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.006 ＜0.0057 ＜0.0038 ＜0.0042 

硫黄酸化物 20ppm 以下 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 

窒素酸化物 50ppm 以下 ＜30.0 ＜28.0 ＜35.0 ＜35.7 ＜25.5 ＜19.0 

塩化水素 30ppm 以下 ＜14.7 ＜17.8 ＜17.3 ＜19.0 ＜12.0 ＜13.6 

ダイオキシン類 0.1ngTEQ/Nm³以下 0.0026 0.0014 0.0065 0.014 0.00017 0.0071 

ひたち野リフレ駐車場内 PM2.5測定器 

 

炉 協定値 

牛久クリーンセンター 
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3） 大気汚染物質ＰＭ２．５の監視及び注意喚起               

牛久市内における大気中の微小粒子状物質（PM2.5）を常時監視し、計測データを公表するとともに

環境基準値を超えた場合は注意喚起を行います。（平成 25年度事業開始） 

 

○微小粒子状物質（PM2.5）の注意喚起のための暫定的な指針 

レベル 

暫定的な指針となる値 

行動のめやす 

注意喚起の判断に用いる値 ※3 

日平均値（μｇ/㎥） 

午前中の早めの時

間帯での判断 

午後からの活動に

備えた判断 

5時～7時 5時～12時 

1時間値（μｇ/㎥） 1時間値（μｇ/㎥） 

Ⅱ 70超 

不要不急の外出や屋外

での長時間の激しい運動

をできるだけ減らす。 

（高感受性者※2にお

いては、体調に応じて、よ

り慎重な行動が望まれ

る。） 

85超 80超 

Ⅰ 70以下 

 特に行動を制約する必

要はないが、高感受性者

は、健康への影響がみられ

ることがあるため、体調の

変化に注意する。 

85以下 80以下 

(環境基準）  35以下 ※1 

※1 環境基準は環境基本法第 16 条第 1 項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準 

  ＰＭ2.5 の係る環境基準の短期基準は日平均 35μｇ/㎥であり、日平均値の年間 98 パーセンタイル値で評価 

※2 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等 

※3 暫定的な指針となる値である日平均値を超えるか否かについて判断するための値 

 

 

 

 

担 当 環境政策課 実施時期 平成 25年～継続 

目 標 指 標 監視及び注意喚起の実施 

計 画 

H28 実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

監視実施・暫定

基準を超えた 

測定値無し 

監視実施・暫定

基準を超えた 

測定値無し 

監視実施・暫定

基準を超えた 

測定値無し 

監視実施・暫定

基準を超えた 

測定値無し 

監視及び 

注意喚起の 

実施 
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4) 自動車排出ガス対策及び渋滞緩和のための道路改良の実施 

国道６号の渋滞対策、東西間移動の円滑化、安心安全な街づくりに重点を置き、中心市街地周辺に

おける道路整備を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 都市計画課・道路整備課 実施時期 継続 

目 標 指 標 都市計画道路の整備率 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

72.4％ 73.2％ 72.7％ 74.0％ 73.2％ 
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＜取組② 水環境の保全＞ 

 

環境イメージ  ホタルが舞い、メダカやカエルもいる「春の小川」のような水郷をつくろう 

 

牛久市には、数多くの河川が市内を流れており、生活環境に近い場所に水辺が存在しています。こ

れらの河川は、牛久沼や霞ヶ浦といった、水質浄化のための広域的な取り組みが行われている湖沼に

流入していることから、当市も身近な河川に関心を持つことが大切です。 

水環境の現状については、市内を流れる河川のうち、小野川と稲荷川については茨城県が行う公共

用水域水質測定の結果による把握に加え、当市において独自に水質を分析調査し、汚濁状況を把握し

ています。市内を流れるそれ以外の河川についても、同様にきめ細かな水質測定を行っています。 

河川の水質検査のほか、飲用地下水の調査、工場・事業所からの排出水の水質測定などを実施し、

水環境の監視に努めていますが、平成 24年、市内の井戸水から六価クロム、ヒ素等が検出される事案

が発生しました。地下水の水質汚染が明らかになった地点周辺で必要に応じ、県と共同で住民への周

知と汚染状況の調査を行っていきます。 

これら水質検査を実施するほか、家庭排水浄化推進協議会の活動支援と水質浄化イベントの実施、

公共下水道及び高度処理型合併処理浄化槽の普及促進、市が管理を行う準用河川の整備など水環境保

全の取り組みを行っています。 

 

◆ 目標とする指標 

※1 第 4期牛久沼水質保全計画より、目標年度は令和 3年度とします。 

※2 平成 28年度の下水道普及率（処理区域内人口／市内総人口）は 87.5％で目標値を超えていますが、将来の行政

区域内人口と処理区域内人口の推計に基づいて目標値を設定しているため、目標値は 87.2％となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

牛久市内に流入する河川の環境基準の達成（BOD） 達成 達成 

牛久沼水質保全計画の水質目標の達成（COD） 未達成   達成 ※1 

霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画の水質目標の達成（COD） 未達成 達成 

下水道普及率  87.9％   87.2％※2 
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■主要事業 

 

1） 河川の水質監視及び調査分析 

市内河川の調査箇所及び調査回数は、以下の通りです。 

牛久市が調査している小野川及び稲荷川流入河川の調査により、一部河川の水質に汚濁が認められ

ますが、著しい汚濁の河川については、追跡調査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 小野川・稲荷川の環境基準 

類型 
水素イオン濃度 

（ｐＨ） 

生物化学的酸素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 
大腸菌群数 

Ａ 

（小野川） 

6.5以上 

8.5以下 

2mg/l 

以下 

25mg/l 

以下 

7.5mg/l 

以上 

1,000 

MPN/100ml以下 

Ｂ 

（稲荷川） 

6.5以上 

8.5以下 

3mg/l 

以下 

25mg/l 

以下 

5mg/l 

以上 

5,000 

MPN/100ml以下 

 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 市内河川の調査箇所数及び回数 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

14箇所・6回 14箇所・6回 14箇所・6回 14箇所・6回 14箇所･6回 

○市内河川位置図 

 

① 

② 

⑦ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

 

（霞ヶ浦）④⑤ 

③ 

⑥ 
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○ 牛久市内に流入する河川の生物化学的酸素要求量（BOD）75％値の経年変化／茨城県調査 

 

○ 牛久市内の河川が流出する湖沼の化学的酸素要求量（COD）の経年変化／茨城県調査 

 
環境 

基準 

茨城県 

策定目標 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

③牛久沼 

（湖心） 

5mg/l 

以下 

7.5mg/l以下 

（75％値） 
8.2mg/l 7.5mg/l 9.1mg/l 8.8mg/l 8.7mg/l 

6.7mg/l以下 

（年平均値） 
7.4mg/l 6.8mg/l 7.4mg/l 8.0mg/l 7.2mg/l 

④霞ヶ浦 

（小野川沖） 

3mg/l 

以下 
 9.2mg/l 8.4mg/l 8.7mg/l 

- 

（H29が最新) 

- 

（H29が最新) 

⑤霞ヶ浦 

(全水域平均) 

3mg/l 

以下 

7.4mg/l以下 

（年平均値） 
8.2mg/l 7.2mg/l 7.4mg/l 7.3mg/l 6.9mg/l 

 

○ 牛久市内の河川の生物化学的酸素要求量（BOD）75％値の経年変化／牛久市調査 

 環境基準 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

⑥刈谷川 - 2.5mg/l 2.5mg/l 2.6mg/l 2.6mg/l 2.2mg/l 

⑦稲荷川 3mg/l以下 1.8mg/l 2.8mg/l 1.5mg/l 1.2mg/l 1.1mg/l 

⑧根古屋川 - 1.8mg/l 1.4mg/l 0.9mg/l 0.8mg/l 1.1mg/l 

⑨遠山川 - 2.1mg/l 1.9mg/l 1.2mg/l 1.2mg/l 1.3mg/l 

⑩柏田川 - 2.0mg/l 1.6mg/l 1.2mg/l 1.4mg/l 1.1mg/l 

⑪結束川 - 1.9mg/l 1.3mg/l 1.0mg/l 0.8mg/l 1.7mg/l 

⑫太田川 - 1.5mg/l 1.4mg/l 1.4mg/l 1.0mg/l 1.0mg/l 

⑬桂川 - 2.2mg/l 1.4mg/l 1.5mg/l 1.4mg/l 1.7mg/l 

⑭乙戸川 - 1.7mg/l 1.6mg/l 1.5mg/l 1.6mg/l 1.5mg/l 

⑮小野川（東猯穴） 2mg/l以下 2.2mg/l 2.3mg/l 1.7mg/l 1.4mg/l 1.3mg/l 

⑯小野川 

（小野川橋〔島田〕） 
2mg/l以下 2.0mg/l 1.8mg/l 2.0mg/l 1.8mg/l 2.0mg/l 

注 小野川、稲荷川を除く河川については、環境基準を適用するための類型の指定は行われていません。 

 

 

 

 

 

 

 環境基準 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

①小野川（奥原大橋） 2mg/l 以下 1.6mg/l 1.5mg/l 1.5mg/l 1.3mg/l 1.3mg/l 

②稲荷川（小茎橋） 3mg/l 以下 1.0mg/l 1.1mg/l 1.1mg/l 1.6mg/l 0.8mg/l 
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○第 4期牛久沼水質保全計画における水質目標（牛久沼湖心） 

項目 
現況 

（令和元年度） 

目標値 

(令和 3年度) 

化学的酸素要求量 

（ＣＯＤ） 

年平均値 7.2mg/l 6.7mg/l 

75％値 8.7mg/l 7.5mg/l 

全窒素（年平均値） 1.7mg/l 1.4mg/l 

全りん（年平均値） 0.070mg/l 0.062mg/l 

 

○霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画（第 7期）における水質目標（全水域平均） 

項目 
現況 

（令和元年度） 

目標値 

（令和 2 年度） 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 年平均値 6.9mg/l 7.4mg/l 

全窒素（年平均値） 1.1mg/l 1.0mg/l 

全りん（年平均値） 0.094mg/l 0.083mg/l 

 

2） 飲用地下水の調査  

久野町・桂町地内及び牛久町地内で抽出した飲用地下水の水質を、毎年モニタリング調査していま

す。また、平成 24年、市内の井戸水から六価クロム、ヒ素等が検出されました。地下水水質の汚染が

明らかになった地点周辺では必要に応じ、茨城県と共同で住民への周知と汚染状況の調査を実施しま

す。 

 

○地下水に係るダイオキシン類調査結果／茨城県調査 

・環境基準：１pg-TEQ/㍑ ・試料採取：令和元年 10 月～令和 2年 1月      (単位：pg-TEQ/㍑） 

調査地点所在地 測定結果 

取手市青柳 0.021 

阿見町大字若栗 0.033 

利根町大字大房 0.023 

県平均値 0.026pg-TEQ/㍑（最小値 0.021pg-TEQ/㍑、最大値 0.063pg-TEQ/㍑） 

注 令和 2年版茨城県環境白書から牛久市周辺の測定地点のみを表示しています。 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 水質モニタリングの実施 

計 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

久野・桂地区（7地点） 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 年 2回 

牛久町（トリクロロエチ

レン事案 9地点） 
年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 年 1回 

牛久町（六価クロム事案

21地点） 
年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 年 4回 
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3） 公害防止協定に基づく工場・事業所排出水の水質測定 

市内の主な工場・事業所と公害防止協定を締結し、うち 22事業所から排出水の水質測定の結果報告

を受けました。また、市が主体となり工場・事業所の排出水の水質測定を行いました。 

注 報告項目は、ばい煙の濃度、悪臭物質の濃度、排出水の水質、排水量、騒音及び振動、廃棄物の処理実績 

※ Ｒ1年度は２２事業者中、５事業者について基準未達成項目有り。指導後全て改善済み。 

 

4） 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会との連絡調整  

霞ヶ浦導水事業は、国（所管：国土交通省）が事業主体となり、那珂川と霞ヶ浦、利根川と霞ヶ浦

を導水路で連絡し、霞ヶ浦及び桜川（千波湖）の水質浄化、利根川及び那珂川の渇水対策、新規都市

用水の確保を目的とする事業です。本県とともに、千葉県、東京都、埼玉県が事業に参画しており、

治水・利水の両面から極めて重要な事業です。 

 

5） 家庭排水浄化推進協議会の活動支援及び水質浄化イベントの実施 

家庭廃食用油の回収や、牛久沼うなぎ放流・自然観察の集いなどのイベントを実施し、水辺環境に

親しむことで水質浄化について考えます。 

 

 

 

 

 

 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 工場・事業所の排出水の水質測定の実施 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 

（20事業所、

22箇所） 

実施 

（22事業所、

24箇所） 

実施 

（22事業所、

24箇所） 

実施 

(22事業所、

26 箇所) 

実施 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会開催数 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

2回 2回 2回 2回 2回 

担 当 環境政策課 実施時期 昭和 56年～継続 

目 標 指 標 家庭廃食用油の回収行政区数 

計 

 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

家庭廃食用油の 

回収行政区数 
36行政区 36行政区 36行政区 36 行政区 36行政区 

イベント実施回数 1回 1回 1回 1回 1回 
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○家庭廃食用油回収状況 

 

平成 27年度 

 

平成 28年度 平成 29年度 
平成 30年度 令和元年度 

団 体 数 36 36 36 36 36 

家 庭 廃 食 用 油 回 収 量 

(行政区回収分)(ℓ) 
3,755 2,772 3,403 3,608 3,325 

廃食用油回収量(全体)(ℓ) 124,779 117,165 139,241 161,065 143,776 

ＢＤＦ売上額（円）※ 6,767,276 7,491,012 9,483,575 9,041,325 7,792,840 

注 ＢＤＦ売上額には、牛久市の公用車及びコージェネレーション発電機に使用した自家消費分を含みます。 

 

 

   

 

 

6） 公共下水道及び高度処理型合併処理浄化槽の普及促進 

公共下水道事業の計画区域では、早期の整備と整備後の接続推進を図っています。また、計画区域

外の家庭には、高度処理型（窒素・りん除去型）合併処理浄化槽の設置を進めるための補助制度を実

施しています。 

注 平成 28 年度の下水道普及率（処理区域内人口／市内総人口）は 87.5％で目標値を超えていますが、将来の

行政区域内人口と処理区域内人口の推計に基づいて目標値を設定しているため、目標値は 87.2％となります。 

 

 

 

担 当 環境政策課・下水道課 実施時期 継続 

目 標 指 標 下水道普及率 

計 

 

   

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

下 水 道 普 及 率 87.5％ 87.6% 87.7％ 87.9％ 87.2％ 

浄化槽設置補助件数 46基 58基 40基 42基 41基 

浄化槽設置補助金額（千円） 32,932 40,323 30,015 26,944 28,475 

  廃食用油の回収風景 牛久沼うなぎ放流・自然観察の集いの様子 
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○公共下水道普及状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

人  口(a) 84,745 85,054 85,107 85,076 84,852 

処 理 区 域 内 人 口(b) 73,933 74,401 74,518 74,610 74,554 

水 洗 化 人 口(c) 72,885 73,253 73,124 73,313 72,979 

普 及 率 ｂ／a 87.2％ 87.5％ 87.6% 87.7% 87.9% 

水 洗 化 率ｃ／ｂ 98.6％ 98.4％ 98.1% 98.3% 97.9% 

 

○合併浄化槽設置補助金支出状況 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

件   数(件) 39 46 58 40 42 

補助金額(千円) 30,038 32,932 40,323 30,015 26,944 

 

7） 根古屋川・結束川の整備 

6 つある準用河川の管理は牛久市で行っており、現在の整備状況は、柏田川が改修率 100%となって

いるほかは改修率が低く、今後の課題となっています。下水道事業の進捗状況を踏まえ、現在、根古

屋川、結束川の整備を進めていますが、他の河川においても治水機能の充実を図るとともに、河川空

間を市民の憩いの場、ふれあいの場としてとらえ、整備を進めていく必要があります。 

 

令和 2年 4月 1 日現在 

名称 河川区分 水系 実延長 指定区間 改修済延長 改修率 

刈谷川 準用河川 利根川水系 1,750m 1,750m 200m 11.4％ 

柏田川 準用河川 利根川水系 2,843m 1,500m 1,500m 100％ 

結束川 準用河川 利根川水系 2,000m 1,900m 480m 25.3％ 

太田川 準用河川 利根川水系 2,150m 1,700m 0m 0％ 

根古屋川 準用河川 利根川水系 1,850m 1,500m 1,100m 73.3％ 

遠山川 準用河川 利根川水系 1,950m 1,500m 0m 0％ 

   

  

担 当 道路整備課 実施時期 継続 

目 標 指 標 河川改修率 

計 画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

根古屋川 73.3％ 73.3％ 73.3％ 73.3％ 73.3％ 

結束川 24.7％ 24.7％ 24.7％ 25.3％ 25.8% 
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＜取組③ 水の循環利用の推進＞ 

 

環境イメージ  水を大切にし、有効に使うまちをつくろう 

 

水は限りある資源です。私たちはその限りある資源を大切に使っていく必要があります。現在では

雨水の利用や利用された水の再生技術が高まり、節水器具も多くみられるようになりました。これら

の技術を用いながら「限りある水を大切に使う」ことに取り組み、市民 1 人 1 日あたりの上水使用量

を 271リットルに削減します。 

 

♦ 目標とする指標 

※ 市民１人１日あたりの上水使用量目標値は、平成 27年度の実績値 271ℓ を超えないこととしています。 

 

■主要事業 

 

○水の循環利用の促進 

 市民 1 人 1 日あたりの上水使用量 271 リットルを目指し、家庭でできる節水及び循環利用の推進・

啓発活動を実施しています。 

 

○上水道の状況（茨城県南水道企業団の資料より） 

 
給水区域内の人口 

（人） 

給水人口 

（人） 

給水戸数 

（戸） 

普及率 

（％） 

年間給水量 

（千㎥） 

年間有収水量 

（千㎥） 

１人１日あたり

の上水使用量 

（リットル） 

平成 27年度 84,745 73,876 30,654 87.2 7,316 6,756 271 

平成 28年度 85,054 74,621 31,222 87.7 7,449 6,794 274 

平成 29年度 85,107 74,628 31,622 87.7 7,421 6,828 272 

平成 30年度 85,076 75,142 32,112 88.3 7,544 6,835 275 

令和元年度 84,852 75,137 32,527 88.6 7,418 6,838 270 

 

 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

市民１人１日あたりの上水使用量 270ℓ 271 ℓ以下※ 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 啓発活動の実施 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施（3回） 実施（3回） 実施（3回） 実施（3回） 実施（3回） 
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○従業者 30人以上の事業所における水源別工業用水量（工業統計調査の資料による） 

 
事業所数 

（所） 

淡水使用量

計 

（m3/日） 

水   源   別  （m3/日） 1日あたりの上

水使用量 

（m3/日） 

公共水道 
井戸水 

その他 

の淡水 

回収水 

※ 工業用水道 上水道 

平成 26年 19 43,507 2,884 387 2,315 1 37,920 5,586 

平成 27年 20 30,590 3,188 506 2,226 - 24,670 5,920 

平成 28年 21 6,030 2,886 411 2,733 - - 6,030 

平成 29年 20 4,628 2,472 377 1,779 - - 4,628 

平成 30年 24 4,597 2,479 380 1,738 - - 4,597 

※  回収水については、平成 29 年工業統計調査（平成 28年実績）より調査項目の対象外。 

注 平成 26年工業統計調査までは、調査基準日は 12月 31 日現在でしたが、平成 27 年工業統計調査は平成 28

年経済センサス-活動調査の製造業として実施し、平成 27 年工業統計調査以降、調査基準日が 6月 1 日に変更と

なりました。そのため、平成 27 年の事業所数は平成 28 年 6月 1日時点のものであり、水量実績は平成 27年の

ものとなります。以後、事業所数は調査基準日時点のもので、水量実績は調査基準日の前年のものとなります。 

 

〔用語説明〕 

・公共水道…都道府県又は市町村によって経営される工業用水道又は上水道から供給を受ける水 

・工業用水道…飲用に適さない工業用水 

・井戸水…浅井戸、深井戸又は湧水から取水する水 

・回収水…当該事業所内で一度使用した水を循環して使用している水 

・1日あたりの上水使用量＝工業用水道＋上水道＋井戸水 

・工業統計調査…日本の工業の実態を明らかにすることを目的として、工業調査員が配布する調査票を用い、 

報告者の自計により行う調査 
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＜取組④ 騒音・振動環境の保全 ＞ 

 

環境イメージ  鳥のさえずりが聞こえる、緑豊かな、静かなまちをつくろう 

 

私たちの身の回りには、たくさんの音があります。音が生活環境に与える影響も無視できない状況

になっています。これまで問題になってきた工場等の作業騒音に加え、交通事情の変化による自動車

等の交通騒音や振動も問題になりつつあります。これらのことから、牛久市内主要道路における自動

車騒音、振動及び交通量を測定し、全ての調査地点における騒音の環境基準、振動の規制基準の達成

を目指します。 

 

♦ 目標とする指標 

 

■主要事業 

 

1）航空機騒音等に関する要望活動               

航空機騒音等に関する対策として、毎年、茨城県稲敷地方航空騒音公害対策協議会に、要望事項を提出

しています。協議会は、協議会構成市町村の要望事項を取りまとめて茨城県と成田国際空港（株）に対し

て要望書を提出しています。 

（茨城県稲敷地方航空騒音公害対策協議会構成市町村は牛久市、龍ケ崎市、稲敷市、阿見町、利根町、

河内町、美浦村の 7市町村） 

 
○航空機騒音（成田国際空港）実態調査結果（令和元年度）    出典：令和 2 年版茨城県環境白書 

注 牛久市は航空機騒音に係る環境基準の類型指定地域に含まれていないため、調査地点における環境基準の 
適用はありませんが、参考として茨城県が指定している地域における環境基準を掲載しています。 

 

 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

騒音・振動に係る環境基準等の達成 
交通騒音 3測定地点において

未達成 
全て達成 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 茨城県稲敷地方航空騒音公害対策協議会に対する要望活動の実施 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

要望書提出 要望書提出 要望書提出 要望書提出 要望書提出 

 調査地点名 調査期間 Ｌｄｅｎ（ｄＢ） 環境基準（参考） 

牛久市 

奥原婦人ホーム 
令和元年 8月 22日～28日 
令和 2年 1月 23日～27日 

50 57以下 

島田局 
平成 31年 4月 1日 
  ～令和 2年 3月 31日 

45 57以下 

Lden：実際の騒音の大きさと、継続時間から算出される騒音の暴露量。算出の過程において、時間帯による
騒音の感じ方の違いが加味されている。 
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2） 自動車による騒音や振動の状況調査 

市内主要幹線の自動車騒音及び振動並びに交通量の調査を毎年実施しています。 

 

○自動車騒音・振動調査の結果と各種基準等の比較結果／牛久市調査 

指   標 
未達成地点数／測定地点数 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

自動車騒音要請限度 

未達成地点（交通騒音） 

昼間 0／8 0／8 0／8 0／8 0／8 

夜間 0／8 0／8 0／8 1／8 1／8 

自動車振動要請限度 

未達成地点（交通振動） 

昼間 0／8 0／8 0／8 0／8 0／8 

夜間 0／8 0／8 0／8 0／8 0／8 

環境基準未達成地点 

（交通騒音） 

昼間 1／8 1／8 1／8 1／8 2／8 

夜間 3／8 3／8 3／8 2／8 3／8 

※未達成地点については、次ページ参照 

 

○自動車排出ガス測定局測定結果（土浦中村南測定局・年平均値）の経年変化／茨城県調査 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

二酸化窒素（NO2） 0.015 0.014 0.014 0.013 0.011 

一酸化炭素（CO） 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 

浮遊粒子状物質 0.020 0.019 0.020 0.021 0.021 

            （単位は浮遊粒子状物質は mg/m3、その他の物質は ppm） 

 

○登録台数の経年変化                      各年 4月 1日現在の登録台数 

 自動車車両台数 軽自動車登録台数 

平成 27年 36,343 22,634 

平成 28年 36,225 23,092 

平成 29年 36,469 23,331 

平成 30年 36,742 23,684 

令和元年 36,698 23,994 

注 自動車は関東運輸局茨城運輸支局、軽自動車は牛久市役所の資料による 

 

 

 

 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 調査地点数 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

8地点 8地点 8地点 8地点 8地点 
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騒 音 ・ 振 動 ・ 交 通 量 調 査 地 点（令和元年度） 

 

                                                  

 

 

3） 騒音規制法・振動規制法に基づいた、特定建設作業に対する騒音・振動対策 

特定建設作業…建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業 

 

 

 

 

 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 特定建設作業届出者に対し、指導の実施 

計 画 

(指導実施件数 

／要指導件数) 

H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

100％ 

（3／3件） 

100％ 

（5／5件） 

－ 

（0／0件） 

－ 

（0／0 件） 

－ 

（0／0件） 

 

① 
市道 21号線 

ひたち野うしく駅東入口北側交差点 

② 
学園西大道り 

東京電力㈱牛久北部変電所前 

③ 
主要地方道土浦稲敷線 

阿見町との境界付近 

④ 
主要地方道野田牛久線 

近隣公園東交差点付近 

⑤ 
県道貝塚中根線 

ヨークベニマル前 

⑥ 
市道 22号線 

牛久市役所入口交差点付近 

⑦ 
国道 6号線 

中島商店駐車場前 

⑧ 
国道 408号線 

ミツワクリーニング商会前 

【未達成地点】 

自動車騒音要請限度(夜間)…⑦ 

環境基準（交通騒音・昼間）…⑦・⑧ 

環境基準（交通騒音・夜間）…⑥・⑦・⑧ 
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＜取組⑤ 有害化学物質・悪臭・土壌汚染対策＞ 

 

環境イメージ  有害化学物質に汚染されない、健康で安心できるまちをつくろう 

            悪臭・土壌汚染のないまちをつくろう 

 

工業技術等の進歩により、多種多様な物質が生産されています。一方で、これまで知られていなか

った化学物質、環境ホルモン等の有害性等についての知見も明らかにされてきています。これらの物

質について正しい情報を収集するとともに、工場・事業所への監視・指導や啓発活動を行うなど、各

種汚染を予防する必要があります。 

 

◆ 目標とする指標 

※1件に複数の要因が含まれている場合があるため、騒音、振動についても件数に含まれています。 

 

■主要事業 

 

○有害化学物質やダイオキシン類に関する情報収集及び調査 

有害化学物質やダイオキシン類に関する情報を収集し、必要に応じて調査を行います。 

 
 
○土壌に係るダイオキシン調査結果／茨城県調査 
 ・環境基準：1,000pg-TEQ/㌘ 以下 
 ・調査時期：令和元年 10 月～12 月                                 （単位：pg-TEQ/㌘） 

調査地点所在地 測定結果 

阿見町中央 3.5 

取手市吉田字寺脇 1.9 

利根町大字立崎 1.3 

県平均値 2.6pg-TEQ/㌘ （最小 0.0070pg-TEQ/㌘、 最大 13pg-TEQ/㌘） 

※令和２年版茨城県環境白書から牛久市周辺の測定地点のみを表示しています。 

 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

公害苦情件数を減らす※ 13件 20件 

ダイオキシン類の 

環境基準の達成 
環境基準達成 環境基準達成 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 情報収集及び調査の実施 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 実施 実施 実施 実施 
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＜取組⑥ 動物愛護・適正飼育＞ 

 

 

 

家庭では、犬や猫だけでなく様々なペットが飼われるようになりましたが、飼い続けることが困難

になって捨ててしまう人も多く、野良犬や野良猫の害だけでなく、外来種のペット等の遺棄は生態系

の破壊にもつながるおそれがあります。 

ペットの遺棄は犯罪であることを周知するとともに、動物の飼い主としてのマナー等の啓発をすす

めることで、市民と動物が共生できる社会づくりをすすめる必要があります。 

 

◆ 目標とする指標 

 

■主要事業 

 

1） 狂犬病予防注射の実施 

 

 

○狂犬病予防注射実施率の経年変化 

 犬の登録頭数 狂犬病予防注射実施頭数 狂犬病予防注射実施率 

平成 27年度 4,653 3,426 74％ 

平成 28年度 4,643 3,361 72％ 

平成 29年度 4,594 3,322 72％ 

平成 30年度 4,473 3,219 72％ 

令和元年度 4,496 3,187 71% 

 

2） 里親やボランティアによる犬・猫の引き取り 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

予防注射実施率 71% 80％ 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 犬の登録頭数に対する狂犬病予防注射実施頭数の割合（予防注射実施率） 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

72％ 72％ 72％ 71% 80％ 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

引 き 取 り 数 
H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 

92匹 61匹 94匹 57匹 

環境イメージ  動物と市民がともに暮らせるまちをつくろう 
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２．自然環境 

＜取組⑦ 良好な自然環境の保全・活用＞ 

 

環境イメージ  緑を守り自然にやさしいまちをつくろう 

 

当市は比較的東西に長く、西部に市街地が集まり、東部には豊かな自然が多く残されています。 

市の特徴的な自然資源が生物の生息環境と密接な関係があることを踏まえ、無秩序な市街化を防止

し、現状の自然環境を将来にわたり保存していくため、水辺や里山等の緑豊かな自然環境の保全と共

生に努めるとともに保全する必要がある樹木や樹林地等を指定し、維持管理を支援します。 

さらに、良好な自然環境の保全と共生を目指して、自然とひとにやさしい生活スタイルへの転換、

農にふれる場の提供や、資源循環型社会の構築を進めます。 

 

♦ 目標とする指標 

 

緑地・農地の保全と指定状況                                   令和 2年 3月 31 日現在 

区         分 指定数等 
目標面積

(ha) 

指定済面積 

(ha) 

近郊緑地保全区域の指定 1箇所 115.00 115.00 

生産緑地地区の指定 36箇所 8.19 8.19 

農振農用地の指定 － 893.10 893.10 

みどりの保全区の指定 2箇所 18.66 18.66 

市民の森の指定 2箇所 1.90 1.90 

市民の木（巨木、歴史的関わりをもつ樹木）指定 35本 － － 

牛久自然観察の森 1箇所 21.10 21.10 

公益地の植栽の維持管理 
街路 99路線 － － 

公園・緑地 249箇所 73.05 68.54 

面積合計  1,131 1126.49 

資料：都市計画課、農業政策課 

 

 

 

 

 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

緑地・農地の保全と指定の面積 1,126ha 1,131ha 
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■主要事業 

 

1） 環境保全型農業の支援 

環境保全に効果の高い営農活動の普及を図っていくため、環境保全型農業に取り組む農業者等に対

して支援を行っています。 

 

2） 造林事業の助成 

緑豊かな環境を保全し、森林の機能を発揮させるため、植林及び下刈等の活動に対して助成を行っ

ています。 

 

3） 外来生物の周知、啓発 

近年、国外から持ち込まれる外来種のみならず、国内に元々生息していたが、地球温暖化や人間の

活動に伴う移動等によって本来の生息地から他の地域にも定着し、従前の生態系バランスに影響をあ

たえる「国内外来種」の問題などが深刻化しています。外来生物を含む有害鳥獣や病害虫による農業

や住環境への影響について周知・啓発し、農業被害等の軽減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 農業政策課 実施時期 平成 23年度～継続 

目 標 指 標 活動支援の実施 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

2件 2件 2件 2件 2件 

担 当 農業政策課 実施時期 平成 13年～継続 

目 標 指 標 活動助成の実施 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

0件 0件 0件 0 件 1件 

担 当 農業政策課・環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 広報紙やチラシの配布による外来生物の周知・啓発の実施 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 実施 実施 実施 実施 



29 

 

【牛久市内で確認されている主な外来種】 

1．アメリカザリガニ 

（緊急対策外来種） 

 

ウシガエルの餌として日本に持ち込まれたザリガニで、生態系に大きな影

響を与えています。水田周辺の堀であれば何処にでも生息します。爪で抽

水植物の茎を切ります。 

２．ウシガエル 

（特定外来生物） 

食用として日本に持ち込まれたカエルで日本の気候に順応し増え続けてい

ます。固有種の昆虫などを食べ尽くすなど生態系に大きな影響を及ぼして

います。水辺には何処にでも生息します。大きなオタマジャクシは冬を越

して 2年目に成体になります。 

３．カナダガン 

（特定外来生物） 

 

食料を食い荒らすとして、鳥では初めての特定外来生物に指定されました。

牛久沼にも数羽いましたが、環境省によって2015.12.08に国内のカナダガ

ンはすべて国内根絶されました。 

４．アカミミガメ 

（緊急対策外来種） 

 

ミドリガメとしてペットとして飼われていた亀が、大きくなって飼いきれ

ず自然に放置されたものが大繁殖しています。在来の亀と競合するほか水

生植物、魚類などに影響を及ぼすことから、特定外来生物に指定されよう

としています。稲荷川には 30ｃｍ以上もある大きなアカミミガメが大繁殖

し、これに餌を与える人が大きな問題です。 

５．アレチウリ 

（特定外来生物） 

 

瓜の仲間ですが、猛烈な成長力で、他の植物を覆い尽くして枯死させるこ

とから特定外来生物に指定されています。 

市内では、稲荷川の最河口部、アヤメ園の脇の土手に繁茂しています。ま

た稲荷川土地改良区の水田周辺に増えています。 

６．オオキンケイギク 

（特定外来生物） 

 

キバナコスモスのような綺麗な花ですが、猛烈な繁殖力で特定外来生物に

指定されました。ひたち野地区周辺の道路のグリーンベルトや歩道の縁な

どに繁茂しています。 

７．セイタカアワダチソウ 

（重点対策外来種） 

 

秋花粉の元凶として長い間誤解されてきた植物ですが花粉を飛ばさずにハ

チやアブによって花粉を移動する虫媒花でした。セイタカアワダチソウは

自らだす物質によって自家中毒を起こし、衰退することがわかっています。

これを「アレロパシー」（他感作用・他感物質）と言います。セイタカア

ワダチソウが繁茂していた河川敷や荒れ地が何時しか消えてなくなってい

たというのは、自家中毒によるものです。最近は少なくなりました。 

８．オオブタクサ 

（重点対策外来種） 

秋花粉を飛ばす野草の一つで、最近は少なくなっているようです。 

秋花粉は、ブタクサ、オオブタクサ、ヨモギ、カナムグラ、ススキ、オギ

等のイネ科の植物です。 

牛久市第 3期環境基本計画より 資料提供：NPO法人うしく里山の会 
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【県内に未定着の特定外来生物(動物)リーフレット】 茨城県生物多様性センターホームページより 

【県内の主な特定外来生物(植物)リーフレット】 茨城県生物多様性センターホームページより 
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＜取組⑧ 人と環境にやさしい都市基盤整備の促進＞ 

 

環境イメージ  環境意識を持ったまちをつくろう 

 

環境に対する意識を高めることは、大変重要なことです。環境にやさしいことは、人にもやさしい

ことです。身近なものが、環境に、そして人に配慮したものとなれば、快適な生活につながります。 

 

♦ 目標とする指標 

 

■主要事業 

 

1） 牛久市の公共事業において環境配慮実施状況の把握 

うしくエコオフィス行動計画を継続的に運用するため、牛久市の公共事業において、委託業者からの確

約書、各部署の環境配慮報告書により環境配慮の実施状況を把握します。 

※環境配慮報告書は、牛久市が実施する公共事業を対象として、環境への負荷を可能な限り回避・低減す

るため、事業実施部署において環境配慮実施状況を自己点検した報告書で、環境政策課で集約しています。 

平均環境配慮率は、全ての環境配慮報告書における環境配慮率の平均値です。 

 

2） 改定した都市計画マスタープランの運用 

都市計画マスタープランは、都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、個別具体の指針とし

て将来のあるべき姿をより具体的に明示し、地域における都市づくりの課題と、その課題に応じたま

ちづくりの方針を明らかにします。 

 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

公園里親加入行政区数 18行政区 20行政区 

違反屋外広告物の苦情・通報件数 6件 0件 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 平均環境配慮率 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

99.6％ 

（環境配慮報告

書件数 81件） 

100％ 

（環境配慮報告

書件数 110件） 

100％ 

（環境配慮報告

書件数 115件） 

100％ 

（環境配慮報告

書件数 98件） 

100％ 

担 当 都市計画課 実施時期 平成 23年～継続 

目 標 指 標 都市計画マスタープランの適切な運用 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 実施 実施 実施 実施 
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3） 街路樹の落ち葉回収                   

景観を重視した街路樹管理の中で、落ち葉が隣接する民家や施設の雨樋、また主要道路の集水桝に

溜まる事を防ぐため、モデル路線を決めてボランティア（うしく緑のネットワーク）により落ち葉か

きを行っています。市民がボランティアとして落ち葉かきを実施する活動をモデルとして、地域の緑

化や美化などに参加する市民を増やしていきます。 

 

4） 公園里親活動の支援                     

市が管理する各行政区内の公園等を地域（行政区・自治会）が管理し、市がこれを支援します。地

域と行政とが互いの役割分担を定め、両者のパートナーシップのもとで公園の美化と活用を進めます。 

地域が清掃や草刈りなどの日常的な管理や花壇の手入れなどを行うことを通して、地域のコミュニ

ティの場としての機能の強化が期待されます。 

 

5） 景観計画により、地域の特性に応じたまちづくり 

地域の特性に応じた独自の景観行政を推進するため、平成 21年度に牛久市景観まちづくり条例を施

行し、景観計画を策定しました。 

今後さらなる官民協働での取り組みを推進するため、市内で様々に活動する団体や個人等の方々との

情報交換などを図り、景観をきっかけにした協働のまちづくり活動を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 都市計画課 実施時期 平成 20年～継続 

目 標 指 標 12月の週 2回実施 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 実施 実施 実施 実施 

担 当 都市計画課 実施時期 継続 

目 標 指 標 公園里親加入行政区数 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

18行政区 18行政区 18行政区 18 行政区 20行政区 

担 当 都市計画課 実施時期 平成 21年度～継続 

目 標 指 標 協働の取り組みの実施 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 実施 実施 実施 実施 
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6） 公園・緑地・街路樹の維持（植栽）管理 

緑豊かで自然にやさしい快適な都市環境の形成や次世代に継承する緑の財産を育むため、公園・緑

地・街路樹の維持（植栽）管理に取り組んでいます。 

 

7） 違反屋外広告物に対する適正指導 

違反屋外広告物に対する適正指導により、調和のとれた街並みの形成を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 都市計画課 実施時期 継続 

目 標 指 標 公園・緑地・街路樹の維持管理 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

実施 

(街路 99 路線、

公園・緑地 245

箇所） 

実施 

(街路 99路線、

公園・緑地 247

箇所） 

実施 

(街路 99路線 

公園・緑地 250

箇所 

実施 

(街路 99 路線 

公園・緑地 251

箇所 

実施 

担 当 建築住宅課 実施時期 継続 

目 標 指 標 違反屋外広告物の苦情・通報件数 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2 目標 

6件 5件 19件 6件 0件 
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＜取組⑨ 緑や水の美しい生活空間の創出＞ 

 

環境イメージ  緑や水が身近な、うるおいを感じるまちをつくろう 

 

当市には豊かな自然環境が多く残っています。そして、私たちの身近なところに水や緑があります。

これらの自然環境に触れ合うことを通じて、自然環境への理解を深めることが大切です。 

 

◆ 目標とする指標 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■主要事業 

 

1） 里山の再生事業 

平地林及び里山林の保全により、良好な生活環境及び自然景観の維持を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

自然観察の森の年間入園者数 42,438人 50,000人 

担 当 農業政策課 実施時期 平成 20年度～継続 

目 標 指 標 整備面積（ha） 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

4.0ha 4.3ha 4.3ha 4.3ha 4.3ha 

フクロウ 里山 フクロウ 

0
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20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元

自然観察の森の年間入園者数の推移

(年度) 

(人) 
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2)  自然観察の森の指定管理者運営 

牛久自然観察の森の日常的な施設管理・事業運営を指定管理者（NPO法人うしく里山の会）に委託

し、民間のアイデアを活用し、多様化するニーズに対応しています。 

※「しぜんっこくらぶ」事業は H28年度で終了し、H29年度以降は、昆虫教室、カブトムシ飼育教室、コク

ワガタ飼育教室、星空観察、親子収穫体験等の類似事業を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 都市計画課（自然観察の森） 実施時期 平成 16年度～継続 

目 標 指 標 年間入園者数 

計 

 

 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

バードウォッチング 12回 10回 11回 10回 12回 

自然とふれあう「しぜ

んっこくらぶ」※ 
12回    12回 

年 間 入 園 者 数 35,473人 37,769人 39,682人 42,438人 50,000人 
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3)  いばらきヘルスロードの普及事業 

ヘルスロードは、身近な場所で誰もが気軽に歩けて、ふるさとの再発見と健康増進にチャレンジす

るためのウォーキングコースです。歴史や文化、自然にふれながら、安全に配慮した歩きやすいコー

スが指定されています。牛久市では9つのコースが指定を受けていますが、各コースとも魅力いっぱい

の楽しいコースです。 

 

★牛久市内のコース                         令和元年9月現在（平成30年度に一部コースを変更） 

コース名 起終点 距離 
所要時間（1キロ 

16分で換算） 

(1)牛久大仏散策コース 奥野生涯学習センター 9.0km 約2時間25分 

(2)鎌倉権五郎景政物語コース 奥野生涯学習センター 8.4km 約2時間15分 

(3)遠山保全林・谷津田散策コース 牛久自然観察の森 9.6km 約2時間30分 

(4)牛久自然観察の森と女化紅葉巡りコース 牛久自然観察の森 7.9km 約2時間10分 

(5)ひたち野みずべ公園散策コース ひたち野うしく駅西口 2.6km 約40分 

(6)ひたち野うしく駅グリーンハーモニーと 

運動公園散策コース 
牛久運動公園 5.1km 約1時間20分 

(7)三日月橋さくら散策コース 三日月橋生涯学習センター 5.6km 約1時間30分 

(8)牛久沼かっぱの小径コース 牛久駅西口 7.6km 約2時間00分 

(9)シャトー通り散策コース 牛久駅東口 3.8km 約1時間 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 健康づくり推進課 実施時期 継続 

目 標 指 標 いばらきヘルスロードマップ配布 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

継続 継続 継続 継続 継続 

牛久沼かっぱの小径 

 



37 

 

＜取組⑩ 自然遺産の保護＞  

                                        

環境イメージ  全ての市民が市の自然遺産を尊重する、みどり豊かなまちをつくろう 

 

市内の貴重な自然遺産である「市民の木」をはじめとする巨木、そしてそれらを取り囲む屋敷林や

里山などは、みどり豊かなまち牛久の象徴です。みんなの手で守り、将来の世代に引き継いで行くこ

とが、現代に生きる私たちの責務であると言えます。 

良好な自然環境を有する樹林地については保全を図り、街路樹や公共施設に植栽された樹木には樹

名板を取り付けて、樹木への興味関心を高めていきます。 

 

♦ 目標とする指標 

※1 ボランティアが参加して、里山としての管理が実施されている平地林の箇所数。 

※2 フクロウは、食物連鎖の頂点に存在し、良好な里山環境が保全されることの指標となることから、その繁 

殖活動が行われている箇所数としました。 

 

■主要事業 

 

1） 巨木探訪会 

「市民の木」をはじめとして、市内に現在ある巨木・古木を市民に紹介し、緑化の啓蒙・普及を図

り、調査を実施した市民団体（NPO 法人うしく里山の会）が、市民を案内することによって、市民の

興味関心を高め、活動を広げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

ボランティア活動が行われている平地林の箇所数※1 3箇所 4箇所 

フクロウが繁殖活動を行っている箇所数※2 4箇所 4箇所 

担 当 都市計画課 実施時期 継続 

目 標 指 標 巨木探訪会実施回数 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

2回 1回 2回 1回 2回 
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2） 森林の育成と管理 

市街化区域内あるいは市街化区域に隣接し市民の利用が可能な樹林地については、市民の森として

指定し、また市街化調整区域にあり、良好な自然環境を有している樹林地等については、みどりの保

全区などに指定して、市内の自然環境の保全を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 街路樹樹名板の設置業務委託 

  街路樹及び公共施設に植栽された高木に樹名板を取り付けて、市民の樹木への興味関心を高めます。 

市街地における緑化事業に市民団体（うしく緑のネットワーク）が参加することによって、市民の目

線に立った事業を展開します。 

 

 

 

 

 

担 当 都市計画課 実施時期 継続 

目 標 指 標 市民の森及びみどりの保全区の指定数 

計 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

市 民 の 森 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 

みどりの保全区 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 2箇所 

担 当 都市計画課 実施時期 継続 

目 標 指 標 樹名板の取り付けの実施 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

実施 

（606枚） 

実施 

（650枚） 

実施 

（709枚） 

実施 

（695枚） 
実施 

南裏市民の森 

 

街路樹樹名板 

みどりの保全区 
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4） 緑の少年団の活動支援 

緑化推進活動や環境保全活動を通して、児童の健全育成を図る団体を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

神谷小学校緑の少年団の野菜の苗植え       うしく下根地区緑の少年団の夏キャンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5） 茨城県の「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」の運用 

茨城県の「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」の適切な運用を行います。 

 

 

 

 

担 当 都市計画課 実施時期 継続 

目 標 指 標 緑の少年団団体数 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

2団体 2団体 2団体 3団体 2団体 

主 な 担 当 建築住宅課・環境政策課 実施時期 平成 28年度～継続 

目 標 指 標 太陽光発電施設を設置しようとしている事業者相談と事前協議の届出の割合 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

100％ 

（3件） 

100％    

（3件） 

100％ 

（1件） 

100%       

（2件） 
100％ 

 

おくの義務教育学校緑の少年団の花壇づくり 
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３．地球環境 

＜取組⑪ 地球環境に配慮した取り組みの推進＞ 

 

環境イメージ  循環型社会の実現で、ひとつの大きな里山のようなまちをつくろう 

 

近年の環境問題は、公害に代表される地域ごとの問題から、地球温暖化をはじめとする地球規模

の問題へ拡大されてきています。このような問題を解決するために、国レベルで対策に取り組んで

いますが、一方で、私たちの足元から取り組めることもたくさんあります。本市では、牛久市第３

次総合計画の中で、バイオマスタウン構想の展開により、本市における地域循環型社会の構築と地

球温暖化防止を推進することとしています。 

 

♦ 目標とする指標 

 

■主要事業 

 

1） 学校給食による食育の推進 

地域が主体となり、子供たちに生産者の顔が見える新鮮で安心な地元の農産物を供給するとともに、

地場産農作物を活用した食農教育を推進するため、学校給食を中心にしたメニュー検討、産地との交

流活動を推進します。 

 

2) 公共交通の活性化 

モビリティマネジメントによる公共交通利用を促進し、自家用車から公共交通へシフトすることに

より温室効果ガスの削減効果を図ります。 

※平成 28年度から、毎年 4 月・12月にかっぱ号通勤ライナー・日中ルートの国庫補助対象路線の行政区にお試

し乗車券付きの時刻表を配布し、かっぱ号の利用促進を図っています。 

指標名称 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

「地球環境に配慮した行動をしている」

と答えた市民の割合 
99.1％ 96％ 

担 当 
学校教育課・農業政策課 

健康づくり推進課 
実施時期 継続 

目 標 指 標 推進活動の実施 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

継続 継続 継続 継続 継続 

担 当 政策企画課公共交通対策室 実施時期 継続 

目 標 指 標 お試し乗車券によるかっぱ号利用人数 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

1,772 1,726 2,053 2,174 1,900 
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ブリアントヴィルうしく 

3） 地域資源を活用した環境学習 

総合的な学習の時間において、ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の視点を踏まえた環境学習

を行っています。専門家や地域の方々と連携しながら、持続可能な社会づくりの担い手となる児童生

徒を育成します。 

※現在は、総合的な学習の時間に，各学校からの要望に応じて，ＮＰＯ法人等の専門家を派遣する事業を 

展開しています。 

 

4） グリーン電力の使用 

かっぱ祭り及び牛久駅前イルミネーション「ブリアントヴィルうしく」にてグリーン電力を使用し

ます。 

 

※ グリーン電力とは、太陽光、風力、水力など、自然のエネルギー 

を利用して作られた電力です。この他の自然エネルギーとしてバイ

オマス、マイクロ水力、地熱などが挙げられます。グリーン電力の

特徴は自然エネルギーを利用するため、発電時にＣＯ2を排出せず、

地球温暖化防止につながることや、化石燃料のように枯渇してしま

う心配がないことです。 

 

 

5） 環境研修の実施 

毎年１回以上、職員を対象に、｢うしくエコオフィス行動計画｣に基づき、地球温暖化防止に関する

研修を実施しています。 

担 当 指導課 実施時期 H30年度にて事業終了 

目 標 指 標 かっぱ大交流会参加校数 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

13校 13校 
未実施 

(大雪のため中止) 
  

担 当 商工観光課 実施時期 平成 20年度～継続 

目 標 指 標 グリーン電力使用量（kwh） 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

2,000kwh 2,000kwh 2,000kwh 2,000kwh 2,000kwh 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 環境研修の実施 

計 画 

H28 実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 

(参加者 580人) 

実施 

(参加者 614人) 

実施 

(参加者 632人) 

実施 

(参加者 630人) 
実施 
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6） 環境イベント（うしくみらいエコフェスタ）の開催 

牛久市の未来を担う子ども達が、イベントを通じて楽しく遊びながらエコについて学ぶことにより、

地球環境及び身の回りの環境の保全に向けた行動につなげることを目的に、毎年開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7） 広報紙の発行  

必要な情報を分かりやすく、興味・関心を引く広報紙の発行に努めます。 

 

8） 市内防犯灯の LED化 

市内防犯灯の LED化を進めます。 

※防犯灯のLED化は、市設置分が対象 

 

 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 うしくみらいエコフェスタを開催する。 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 

（来場者数

10,800 人） 

実施 

（来場者数 

5,345人） 

実施 

（来場者数

8,527人） 

実施 

（来場者数

9,138人） 

実施 

担 当 広報政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 「広報紙を読んでいる」と答えた市民の割合 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

88.6％ 87.7％ 90.5％ 86.7％ 95.0％ 

担 当 地域安全課 実施時期 平成 22年～継続 

目 標 指 標 LED化率 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

うしくみらいエコフェスタ 
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9） 「みどりのカーテン」普及活動 

みどりのカーテンを普及することにより、夏の強烈な陽射しを和らげ、冷房の使用を抑制し、地球

温暖化防止に貢献します。 

 

※毎年、5 月の鯉まつりに、ＮＰＯエコライフ、茨城県地球温暖化防止活動推進員と市が協力して、「みどりの

カーテン」の普及活動を行います。ミニ講習会にて「省エネのおはなし」「ゴーヤの育て方」「みどりのカーテン

コンテストの説明」の講習を受けた方に、ゴーヤの苗を配布し、10 月のうしくみらいエコフェスタ開催時にコ

ンテストを開催しています。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

10） うしくエコオフィス行動計画の運用 

うしくエコオフィス行動計画を運用し、公共施設の省エネルギー・温室効果ガス削減及びごみの削

減等、全庁的な取り組みを進めます。 

注 ISO14001の認証については、自己検査のノウハウが蓄積されたことから、令和元年9月をもって返上し

ました。令和元年10月以降は、うしくエコオフィス行動計画に基づき、公共施設の省エネルギー・温室効

果ガス削減及びごみの削減等に取り組んでいます。 

 

 

担 当 環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 普及活動の実施 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 

(コンテスト) 

実施 

(コンテスト) 

実施 

(コンテスト) 

実施 

(コンテスト) 
実施 

担 当 環境政策課 実施時期 平成 13年～継続 

目 標 指 標 公共施設の適切な運用・管理の実施 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

実施 

( ISO14001更新

審査受審) 

実施 

( ISO14001 移行

審査受審) 

実施 

( ISO14001 定期

審査受審) 

うしくエコオフ

ィス行動計画に

基づき実施 

うしくエコオフ

ィス行動計画に

基づき実施 

鯉まつりにおける「みどりのカーテン」普及活動 
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11） 地球温暖化対策の推進 

温室効果ガスの排出抑制を目的に、牛久市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて

自らの事務及び事業についての温室効果ガスの排出量削減を図る「うしくエコオフィス行動計画」を

策定し、平成 13年度から推進を図っています。国際的に見ても、気候変動抑制に関する国際的な合意

である「パリ協定」が 2015 年に採択されるなど、地球温暖化対策は解決すべき最優先課題として取り

上げられています。 

そのような状況を踏まえ、市役所が環境保全のために自ら率先してより一層積極的に行動すること

により、事業者及び市民の地球環境保全に配慮した自主的な取り組みの促進につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○うしくエコオフィス行動計画 

目的 

○地球環境保全のために自ら率先して行動することにより、事業者及び市民の地球環境保

全に配慮した自主的な取り組みの推進に寄与する。 

○自然と人間の共生と、持続的に発展することのできる循環型社会の構築を目指す。 

計画期間 

○第１期 平成１３年度～平成１７年度 

○第２期 平成１８年度～平成２２年度 

○第３期 平成２３年度～平成２７年度 

○第４期 平成２８年度～令和２年度 

 

○重点取組事項と目標 

重点取組事項 第４期目標 

１．環境に配慮した物品の購入の推進 
物品購入を必要最小限とし、環境に配慮した物品の

購入に努める。 

２．庁舎等におけるエネルギー使用量の削減 

平成27年度実績値を上回らないことを目指す。  ３．用紙類等の使用量の削減 

４．ごみ減量の推進 

 

担 当 環境政策課 実施時期 平成 13年～継続 

目 標 指 標 市が行う事務・事業によって排出される温室効果ガスの総排出量 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

9,842ｔ 9,635ｔ 9,439ｔ 9,234ｔ 9,702ｔ 

節電キャンペーン 
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令和元年度の結果は次のとおりです。 

○二酸化炭素排出量 

令和元年度排出量 平成27年度比 令和2年度までの目標 

9,234t 4.8％削減 
市役所におけるエネルギー使用に伴う二酸化炭素排出

量について、現状比で平成27年度実績値を上回らない 

 

内訳 令和元年度CO2排出量（ｔ） 平成27年度 CO2排出量（ｔ） 平成27年度比 

電気 8,173 8,655 94.4％ 

都市ガス 413 355 116.3％ 

LPガス 113 127 89.0％ 

水道 105 114 92.1％ 

灯油 174 235 74.0％ 

ガソリン 121 107 113.1％ 

軽油 135 109 123.9％ 

合計 9,234 9,702 95.2％ 

注 端数処理をしているため、合計値が合わないものがあります。また、CO₂排出量は使用量に対し、環境省の

ガイドラインに基づきエネルギーごとの係数を乗じて算出しています。 

 

※都市ガス使用による排出量増加の要因はクリーンセンターにおける市全体のごみ処理量の増加によるもので

あり、ガソリン・軽油使用による排出量増加については公用車の使用機会の増加が主な要因となっています。 

「うしくエコオフィス計画」に基づいた事務事業における節電の取組をはじめとして、木質バイオマスによる

空調機器や高効率のＬＥＤ照明、太陽光発電設備の導入により市役所のエネルギー使用の約9割を占める電気の

使用による排出量は5％以上減少しており、エネルギー全体のＣＯ₂排出量でみると4.8％減少しています。 

 

○用紙類等の使用量 

令和元年度使用量 平成27年度使用量 平成27年度比 令和2年度までの目標 

70,829㎏ 72,345㎏ 97.9％ 
用紙類（A４サイズ換算）を現状比で平

成27年度実績値を上回らない 

○排出されるごみの量 

令和元年度排出量 平成27年度排出量 平成27年度比 令和2年度までの目標 

118,858㎏ 95,946㎏ 123.9％ 
市役所から排出されるごみの量を現状

比で平成27年度実績値を上回らない 

 

種類 令和元年度排出量 平成27年度排出量 平成27年度比 

可燃ごみ 49,651㎏ 58,198㎏ 85.3％ 

不燃ごみ 3,298㎏ 2,244㎏ 147.0％ 

生ごみ 65,909㎏ 35,504㎏ 185.7％ 

合計 118,858㎏ 95,946㎏ 123.9％ 
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＜取組⑫ 牛久市バイオマスタウン構想の推進＞ 

高度経済成長やエネルギー革命により石炭や石油などの化石燃料が大量に使われた結果、二酸化炭

素をはじめとする温室効果ガス排出量が増大し、地球温暖化が急速に進んでいます。 

 地球温暖化は異常気象を引き起こすばかりでなく、生態系やその基盤となる生物多様性を危機的な

状況に陥れることから、結果として食糧不足や災害の甚大化など、私たちの生活基盤そのものを脅か

すことが想定されています。 

 このような中、生物由来資源であるバイオマスを再生可能なエネルギーとして利用することは、地

球温暖化の防止につながるだけでなく、廃棄物としての処理量の減少、新たな産業や雇用の創出など、

様々な分野に循環しながら良い効果をもたらしています。 

 そこで本市ではバイオマスを利用した施策として、廃食用油のバイオディーゼル燃料化（軽油代替

燃料）、耕作放棄地を活かしたナタネの栽培・搾油、木質バイオマス（剪定枝など）のチップ化、し尿

や浄化槽汚泥から再生した肥料の利活用を実施しています。 

♦ 目標とする指標 

 

■主要事業 

 

1） 廃食用油のバイオディーゼル燃料化 

廃食用油を市内及び近隣市町村から広域的に収集し、BDFの製造、販売を行います。製造した BDFは市の

公用車、福祉センター巡回バス、ゴミ収集車などの車両用燃料に加えて、牛久市総合福祉センターに導入し

たコージェネレーションシステム（発電機）の燃料に使用しています。また、牛久市だけでなく、他の自治

体や事業所にも供給しています。 

注 一般家庭からの廃食用油回収量は、牛久市家庭排水浄化推進協議会の協

力を得て廃食用油回収実施行政区から回収した「行政区回収分」と、市内公

共施設やスーパーに設置した回収ボックスから回収した「回収ボックス分」

の合計値とします。 

 

 

 

指標名称 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）製造量 70,800ℓ 136,000ℓ 

担 当 環境政策課 実施時期 平成 21年度～継続 

目 標 指 標 
一般家庭からの廃食用油の回収量及び 

BDF製造量 

計 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

一般家庭からの廃食用油回収量

廃食用油の回収量 
9,040ℓ 10,402ℓ 10,647ℓ 10,439ℓ 13,000ℓ 

BDF製造量 82,600ℓ 93,790ℓ 73,700ℓ 70,800ℓ 136,000ℓ 

総合福祉センターの発電機 

 



47 

 

【回収ボックスの設置場所】 

 ・牛久市役所 

・牛久市総合福祉センター  

・牛久市中央生涯学習センター 

 ・牛久市奥野生涯学習センター 

 ・牛久市三日月橋生涯学習センター 

 ・牛久運動公園体育館 

 ・牛久クリーンセンター 

 ・牛久市営青果市場 

 ・カスミフードスクエア牛久店 

・FOOD OFFストッカー牛久ししこ店 

 

2） 耕作放棄地の再生による資源作物の栽培 

農業者の高齢化、若者の農業離れにより耕作放棄地が増加すると、景観を損ねるだけでなく、害虫・

害獣など、様々な問題の発生原因となります。そのため、耕作放棄地を再生し、農業経営を行う企業

を誘致する等、農業の担い手を確保するとともに、再生した農地で菜種等の栽培を行っています。 

 

3） 食品廃棄物の堆肥化・バイオガス化 

刈谷行政区にて平成 23年 1月から平成 24年 3月まで「生ごみ堆肥化モデル事業」を実施し、平成

24 年 4月より「生ごみ堆肥化事業」として、焼却処理している生ごみを分別回収し、堆肥化する取り

組みを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 農業政策課 実施時期 平成 19年度～継続 

目 標 指 標 菜種の栽培面積 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

2.5ha 2.7ha 0ha 1.3ha 3.3ha 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 平成 22年度～30年度 

目 標 指 標 生ごみの分別を徹底する 

計 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

回 収 量 83.9ｔ 79.1ｔ 75.5t － － 

参 加 世 帯 数 1,036世帯 1,037世帯 1,037世帯 － － 

(年度) 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ＢＤＦ製造量の推移(ℓ) 
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4） 木質バイオマス（剪定枝など）の利活用 

平成 20年 4月より、家庭から排出される剪定枝など木質バイオマスについて、分別収集をしていま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5） し尿汚泥の利活用（肥料化） 

耕作放棄地解消事業において、市内から排出され、龍ケ崎地方衛生組合で再生される、し尿汚泥を

原料とした肥料を活用します。 

※ 生産量は、龍ケ崎地方衛生組合で製造された肥料製造量を龍ケ崎地方衛生組合に搬入された牛久市分の 

し尿及び浄化槽汚泥処理量から案分して算出しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 平成 20年度～継続 

目 標 指 標 分別を徹底し、資源化量を増やす 

計 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

回 収 量 325ｔ 279ｔ 278t 305t 継続 

参 加 世 帯 数 全世帯 全世帯 全世帯 全世帯 全世帯 

担 当 龍ケ崎地方衛生組合 実施時期 平成 20年度～継続 

目 標 指 標 し尿汚泥の利活用（肥料化）の実施 

計 画 

H28 実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

実施 

（生産量 5ｔ※） 

実施 

（生産量 6ｔ※） 

実施 

(生産量 11ｔ※) 

実施 

(生産量 14ｔ※) 
実施 

木質チップ化 

 

肥料 
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＜取組⑬ 牛久市の新エネルギー政策＞ 

 

環境イメージ  環境にやさしく、災害に強いまちを目指して 

 

バイオマス産業都市の推進にあたり、国の補助制度を活用し、市の負担を軽減しながら環境にやさしく、

災害に強いまちを目指して公共施設等へ導入した設備について、適切な運用を行います。 

 

■主要事業 

1） 太陽光発電設備の運用 

公共施設等へ設置した太陽光発電設備及び蓄電池の適切な運用を行い、エネルギーの自給自足及び

非常時の電源確保を行います。 

また、災害時に施設に給電可能な普通充電器（ＥＶステーション）の適切な運用を行います。 

環境政策課は、太陽光発電電力量のデータの把握をします。 

※  向台小学校の発電量については、機器の不具合により集計に含まれていません。 

 

○太陽光発電設備設置施設一覧                       令和 2年 4 月 1日現在 

施設名 避難所の種類等 規模 蓄電池 普通充電器 

中根小学校 第 2次避難所（指定避難所） 40kw ―  

向台小学校 第 2次避難所（指定避難所） 50kw ―  

ひたち野うしく小学校 第 2次避難所（指定避難所） 120kw ― 設置(給電可能) 

牛久第三中学校 第 2次避難所（指定避難所） 50kw ―  

牛久市保健センター 災害対策本部 30kw 16kwh 設置(給電可能) 

三日月橋生涯学習センター 福祉避難所 40kw 5.5kwh 設置(給電可能) 

奥野生涯学習センター 福祉避難所 40kw 5.5kwh 設置(給電可能) 

市役所庁舎 災害対策本部 50kw 15kwh 設置(給電可能) 

うしくあみ斎場 ― 70kw ―  

うしくグリーンファーム ― 15kw ―  

ペレット製造施設 ― 20kw ―  

 

 

 

 

 

担 当 設備管理部署・環境政策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 太陽光発電設備の適切な運用の実施 

計 画 

H28 実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

実施 

(404,164kwh※) 

実施 

(451,654kwh※) 

実施 

(441,347kwh※) 

実施 

(434,244kwh※) 
実施 
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2） ペレット焚き冷温水機の運用 

設備管理部署（管財課、中央図書館、環境政策課）は環境省のグリーンプラン・パートナーシップ

事業の認定を受けて導入したペレット焚き冷温水機について、冬季以外においても木質ペレットを使

用可能な設備として適切な運用を行います。 

環境政策課は、木質ペレット使用量等を把握します。 

 

○ペレット焚き冷温水機設置施設一覧 

施設名 設置台数 

市役所庁舎 2台 

中央図書館 1台 

うしくあみ斎場 2台 

 

 

3） ペレットストーブ・薪ストーブの運用 

ペレットストーブ 111 台及び薪ストーブ 7 台が設置されている公共施設の所管課は、地域への普及を目

的としてストーブの適切な運用を行います。 

 環境政策課は、木質ペレット使用量等を把握します。 

 

 

 

 

 

 

担 当 
管財課・中央図書館 

環境政策課（うしくあみ斎場管理含む） 
実施時期 平成 28年度～継続 

目 標 指 標 ペレット焚き冷温水機の適切な運用の実施 

計 画 

H28 実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 

(木質ペレット

使用量 61ｔ) 

実施 

(木質ペレット

使用量 101ｔ) 

実施 

(木質ペレット

使用量 104ｔ) 

実施 

(木質ペレット

使用量 85ｔ) 

実施 

担 当 
ストーブ設置施設所管課 

環境政策課 
実施時期 平成 28年度～継続 

目 標 指 標 ペレットストーブ・薪ストーブの適切な運用の実施 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 

（木質ペレット

使用量 27ｔ） 

実施 

（木質ペレット

使用量 29ｔ） 

実施 

（木質ペレット

使用量 19ｔ） 

実施 

（木質ペレット

使用量 16ｔ） 

実施 
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○ペレットストーブ・薪ストーブ設置施設一覧 

施設 ペレットストーブ設置台数 薪ストーブ設置台数 

市役所庁舎 14 3 

奥野生涯学習センター 4 1 

三日月橋生涯学習センター 7 1 

牛久運動公園体育館・プール棟 3 － 

自然観察の森 2 1 

総合福祉センター（創造の家を含む） 15 － 

牛久クリーンセンター 2 － 

市内小・中学校 63 － 

青果市場 1 － 

きぼうの広場 － 1 

合計 111 7 
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環境美化キャンペーン 

（ごみポイ捨て防止キャンペーン） 

 

４．ごみ対策 

＜取組⑭ ごみの不法投棄の防止＞ 

 

 

ごみの不法投棄は、法律違反であるだけでなく、生活環境を乱す原因にもなります。不法投棄の防

止については早期発見、早期対応が基本となることから、周辺住民や警察署との連携を取りつつ、啓

発看板の設置や監視カメラの設置の他、週二回程度業者委託により、市内を複数ルートに分けてパト

ロール及び不法投棄物の回収を実施しており、また、職員による監視パトロールを状況に応じて実施

するなど、積極的に対策を講じております。 

また、市内全域を対象とした、環境美化運動を継続実施し、不法投棄やゴミ散乱の発生抑制に努め

ます。 

 ♦ 目標とする指標 

 

■主要事業 

1)  環境美化の推進による不法投棄の防止及び市内清掃活動の実施 

職員及び委託による監視パトロール活動の充実を図るとともに、行政区主体の環境美化活動を促進

し、不法投棄やごみ散乱の早期発見に努めます。牛久市では、年に３回、牛久市クリーン作戦、関東

地方環境美化運動の日、及び牛久市環境美化の日において、各行政区のご協力により市民と一体とな

って清掃活動を展開しています。また、環境美化キャンペーンの開催や不法投棄防止看板等を設置す

るなどの啓発活動を行い、不法投棄及びごみ散乱の発生抑制に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標名称 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

不法投棄件数 120件 200件以下 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 環境美化活動の促進 

計 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

環 境 美 化 活 動 推進 推進 推進 推進 推進 

市内一斉清掃活動 3回 3回 3回 2回 3回 

不法投棄現場 

環境イメージ  ごみの投棄のない美しいまちをつくろう 
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○ 不法投棄発生状況 単位：件数 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

一般廃棄物（家電品・タイヤ等） 

建築廃材（焼却灰を含む） 
118 97 93 91 96 

車両等（自転車・自動車） 31 35 17 29 24 

合計 149 132 110 120 120 

不法投棄収集処理経費（千円） 3,261 2,636 2,766 2,856 3,431 

 

 
関東地方環境美化運動の日 

令和元年 5月 26日（日） 

牛久市環境美化の日 

令和元年 11月 17日（日） 
牛久市クリーン作戦 

参加者 参加者 8,993人 参加者 7,947人  

回収状況 

回収量：2,452袋 

空 き 缶： 226袋 

空きビン：  64袋 

可燃ゴミ：1,375袋 

不燃ゴミ： 197袋 

草 等：  590袋 

回収量：2,352袋 

空 き 缶： 214袋 

空きビン：  44袋 

可燃ゴミ：1,572袋 

不燃ゴミ： 222袋 

草 等：  300袋 

コロナウィルス感染 

拡大防止のため、中止 

関東地方環境美化運動の日 

【活動日】毎年、5月 30日（ごみゼロの日）を中心とした前後の週に実施しています。 

【趣旨】 環境美化の推進を図るとともに、資源の有効利用の促進等、足元からの対応に努め、環境保

全に対する県民の意識の高揚を図ることをねらいとして、関東地方環境美化信越静環境美化推進員連絡

協議会（関東 11 都県）の設定した「関東地方環境美化運動の日」等において、空き缶等の一斉回収な

どの美化活動を実施するものです。 

牛久市環境美化の日 

【活動日】毎年、11月の第 3日曜日に指定しています。 

【趣旨】 牛久市環境美化の推進に関する条例第 14条により規定されており、市民等の環境美化意識の

向上を図り、日常的な実践活動を行うため、毎年、11 月の第 3 日曜日を「環境美化の日」と定めてい

ます。この日を中心に、市、市民及び事業者等は一体となり、清掃活動及び環境美化に関する啓発活動

を実施するものです。 

牛久市クリーン作戦 

【活動日】毎年、3月の第 1日曜日に指定しています。(霞ヶ浦問題協議会) 

【趣旨】 霞ヶ浦、北浦、牛久沼などの湖沼や河川が隣接する市町村住民に対し、水質浄化意識の高揚

を図るため、霞ヶ浦、北浦の沿岸及び牛久沼沿岸や流入河川の清掃、側溝等にある散乱したごみや空き

缶、空き瓶等の一斉回収を含めた市内全域の清掃活動を実施するものです。 
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2)  環境美化活動団体を支援する  

花や緑に親しみ、育てる機会を与える地域活動（花育）を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 生涯学習課 実施時期 継続 

目 標 指 標 環境美化活動団体数 

計 画 
H28 実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

23 23 23 23 25 
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＜取組⑮ ごみの再資源化、発生抑制の推進＞ 

 

環境イメージ  ごみの出ないまちをつくろう 

 

私たちは生活する中で、多くのごみを発生させています。ごみの処理には多額の経費がかかってい

るとともに、環境に大きな負荷を与えています。ごみ処理に係る経費を削減するため、さらに環境へ

の負荷を軽減するため、私たちの日常生活を見直すことで、ごみの発生を抑制するとともに、ごみの

再資源化を推進する必要があります。 

具体的には、収集したごみを資源として加工・処理することでごみの減量や資源化を図る、店舗に

おけるレジ袋無料配布を中止しごみ削減に努める、行政区、老人クラブ、子ども会など地域住民の協

力を得て資源物の回収活動を全市的に展開するなどの事業に取り組み、クリーンセンターを安定操業

し、環境に与える負荷を低減します。 

 

◆ 目標とする指標   

※1 市民全体のごみの排出抑制への取り組みを図る目標。→（家庭系ごみ<可燃ごみ+不燃ごみ+粗大ごみ>の排 

出量/人口/365日） 

※2 ごみの資源化の推進度合を測る指標。（家庭系資源物排出量/人口/365日） 

※3 事業所全体のごみの排出抑制への取り組みを図る目標。（事業系ごみ等<可燃ごみ+不燃ごみ+資源物>の排出 

量/人口/365 日） 

※4 四捨五入による端数処理をしているため、合計値が合わないものがあります。 

※5 市全体の中間処理後の資源化の推進度を図る目標。（再生された資源物量/総排出量）×100 

 

■主要事業 

 

1） ごみ減量の数値目標の設定・実行及び一般廃棄物の資源化処理 

牛久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に、ごみ減量の数値目標を設定し実行します。また、収集

したごみを資源として加工・処理することで、ごみの減量や資源化を図ります。 

 

指標名称 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

家庭系ごみ排出量※1 605g/人・日 519g/人・日 

資源物排出量※2 105g/人・日 182g/人・日 

事業系ごみ排出量※3 202g/人・日 155g/人・日 

計※4 912g/人・日 856g/人・日 

再生利用率※5 約 17％ 約 27％以上 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 再利用率 

計 画 
H28 実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

18.8％ 18.0％ 17.6％ 16.8％ 約 27％以上 
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○家庭系ごみ排出状況                                     （単位：g/人日） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

家庭系ごみ 613.2 606.5 599.9 598.5 605.2 

資源物 127.6 120.5 113.6 110.4 105.4 

 

○事業系ごみ排出状況                                        （単位：g/人日） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

事業系ごみ 208.1 209.6 205.1 209.8 201.7 

 

○再生利用率(全排出量のうち資源化量の占める割合)                        （単位：％） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

再生利用率 18.6 18.8 18.0 17.6 16.8 

 

2） 清掃工場の維持管理・安全運転 

クリーンセンターの維持管理を継続的に行い、安全に運転することで市内から発生するごみを適正

に処理します。 

 

3） ごみ減量ＰＲ・啓発活動の実施 

市民・事業者・行政のそれぞれが、日常的な連携の推進に向けて、ごみの削減・資源化に係る情報

の周知・啓発を行います。 

 

※ホームページや広報紙による情報提供や出前講座による情報提

供を実施するとともに、小中学校及び教育委員会と連携し環境問題

や環境学習に取り組んでいきます。また、市が行うイベント等を開

催し、ごみの減量、市民への啓発に努めていきます。 

 

 

 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 適正処理の継続 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

継続 継続 継続 継続 継続 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 啓発活動の継続 

計 画 
H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

継続 継続 継続 継続 継続 

子どもの広場 （かっぱ祭り） 
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4） レジ袋削減活動の実施 

本市は、平成 21年 4月に市内 7店舗（レジ袋無料配布中止協力店舗）とレジ袋削減の取り組みに関

する協定を締結し、全国に先駆けてマイバッグ・マイバスケット持参を推奨し、継続してレジ袋削減

活動を実施しています。毎月この 7店舗より、レジ袋削減枚数についての報告を受けています。 

※廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの状況を踏まえて、令和 2年 7月 1日より全国

のプラスチック製買物袋（レジ袋）を扱う小売業者を営む全ての事業者を対象に、プラスチック製買物袋（レジ袋）の

有料化がスタートしました。レジ袋の有料化を通じてその必要性を考えていただき、本市では引き続きマイバッグ・

マイバスケット等の使用によるライフスタイルを提案していきます。 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○レジ袋削減の効果 

  辞退率(％)※1 削減枚数(枚) ごみ削減量(t)※2 CO2削減量(t)※3 原油削減量(ℓ)※4 

平成 27年度 89.2 5,328,192 40.5 247.0 106,564 

平成 28年度 88.7 5,124,110 38.9 237.6 102,482 

平成 29年度 88.6 4,541,062 34.5 210.5 90,821 

平成 30年度 88.5 4,407,652 33.5 204.3 88,153 

令和元年度 78.1 4,337,201 33.0 201.1 86,744 

※1 レジ袋辞退者数÷来客者数 

※2 レジ袋（Ｌサイズ）１枚の重さを 7.6ｇとして換算した数字です。 

※3 レジ袋１ｇから製造時に 3ｇ、焼却時に 3.1ｇの合計 6.1ｇのＣＯ2が排出されるとして換算した数字 

です。 

※4 レジ袋（Ｌサイズ）１枚製造するのに、原油が約 20ｍℓ使用されるとして換算した数字です。 

 

 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 参加協力店舗によるレジ袋販売枚数の削減 

計 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

参 加 協 力 店 舗 8店舗 7店舗 7店舗 7店舗 継続 

レジ袋販売枚数 658,968 593,556 573,638 531,092 削減 

【レジ袋無料配布中止協力店舗（７店舗／50音順）】 

カスミ ひたち野牛久店 

カスミ フードスクエア牛久店 

カスミ フードスクエア牛久刈谷店 

カスミ ＦＯＯＤ ＯＦＦ ストッカー牛久柏田店 

カスミ ＦＯＯＤ ＯＦＦ ストッカー牛久ししこ店※ 

※平成 22年 11月からつくば市に移転しましたが、牛久市内店舗として計上しています。 

コープうしく店 

マスダ やまうち牛久店 
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5） 学校給食ゼロエミッションの計画運用 

「学校給食ゼロエミッション」は、牛久市内小中学校での学校給食から発生する生ごみの減量化を

推進することを目的として、学校給食から排出される残飯・残菜などの生ごみの発生を抑制するとと

もに、コンポストや生ごみ処理機による堆肥化を行っていました。発生した生ごみの減量化に努め、

循環型社会の構築に役立てる計画でしたが、計画実施から 10年が経過し、環境学習に関して一定の効

果が得られたため、「学校給食ゼロエミッション計画」は終了いたしました。 

今後は、ごみの減量化については各小中学校で個別に行う環境学習の中の一つとして位置付けする

ものとします。 

 

 

 

6） 生ごみ処理機の購入及び修繕に対する補助事業 

日常生活から発生する生ごみを堆肥化または減量化するための生ごみ処理容器・機器等の購入費お

よび修繕に、補助金を交付しています。 

 

      

コンポスト容器        EMぼかし容器       電気式・機械式生ごみ処理容器 

 

担 当 学校教育課 実施時期 H29 年度にて事業終了 

目 標 指 標 学校給食における残飯・残菜の堆肥化の推進 

計 画 
H28 実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

継続 継続    

担 当 廃棄物対策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 事業の継続 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

継続 

(基数 43 基、補助

額 206,310円) 

継続 

(基数 46基、補助

額 228,820円) 

継続 

(基数 55基、補助

額 405,080円) 

継続 

(基数 53基、補助

額 348,370円) 

継続 
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7） 行政区リサイクル事業の補助 

ごみの減量化と資源物の有効利用を図るため、資源物の分別回収を行う地区を指定し、地域住民の

協力を得て資源物の回収活動を全市的に展開することを目的としています。（リサイクル地区の指定対

象地区は、行政区を単位とします。） 

 

注 端数処理をしているため、合計値が合わないものがあります。 

             

8） ふれあい訪問収集の実施 

高齢化社会への移行及び核家族化の進行に対応した市民サービスの一環として、家庭ごみを集積所

まで持ち出すことが困難な高齢者や障害者などの方を対象に、直接、自宅までごみの収集に伺います。 

 

 

 

 

 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 事業の継続 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

継続 

(指定行政区数42 

回収重量312.6t) 

継続 

(指定行政区数 42 

回収重量 293.1t) 

継続 

(指定行政区数41 

回収重量275.7t) 

継続 

(指定行政区数 41 

回収重量 262.9t) 

継続 

年度 
指定 

行政区数 

回収重量（ｔ/年） 

紙類 古布 
びん 

ペットボトル 
空き缶 合計 

平成 26年度 42 281.4 7.8 49.5 21.5 360.2 

平成 27年度 42 262.5 8.6 47.4 21.0 339.5 

平成 28年度 42 241.5 6.8 45.2 19.2 312.6 

平成 29年度 42 224.2 6.8 43.0 19.1 293.1 

平成 30年度 41 206.6 6.4 43.8 18.9 275.7 

令和元年度 41 191.3 6.2 47.0 18.4 262.9 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 継続 

目 標 指 標 ふれあい訪問収集実施継続 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

継続 

（53箇所） 

継続 

（60箇所） 

継続 

（51箇所） 

継続 

（45箇所） 
継続 
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9） 子ども会等による資源物の回収事業 

老人クラブ、子ども会等の各団体が資源物の再利用及び再資源化のために、集団により回収を行う

ことを目的としており、年 2回以上資源物回収活動をした団体に補助金を交付します。 

 

注 端数処理をしているため、合計値が合わないものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 平成 17年～継続 

目 標 指 標 事業の継続 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

継続 

団体数 31 

回収重量 323ｔ 

継続 

団体数 30 

回収重量 303ｔ 

継続 

団体数 30 

回収重量 272ｔ 

継続 

団体数 30 

回収重量 250ｔ 

継続 

年度 団体数 
回収重量（t/年） 

紙類 古布 びん類 空き缶 合計 

平成 26年度 32 371 2 0 3 376 

平成 27年度 31 348 2 0 3 353 

平成 28年度 31 318 1 0 3 323 

平成 29年度 30 298 1 0 3 303 

平成 30年度 30 267 1 0 3 272 

令和元年度 30 245 2 1 3 250 
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５．放射能対策 

＜取組⑯ 除染作業や食品の放射能検査、内部被ばく検査＞ 

 

環境イメージ  放射能に対する不安がなく、安心して過ごすことができるまちをつくろう 

 

「牛久市除染実施計画」に基づき、追加被ばく線量を年間１ミリシーベルト（ｍSv）以下にするこ

とを目指し、平成 23年度から、子どもたちが長い時間を過ごす教育施設や保育園等、公園や自治会館

などの除染を行ってきました。平成 25 年度からは住宅地の除染を実施し、平成 26 年度には目標値で

ある年間１mSv 以下を達成して除染作業は完了しました。平成 27 年度以降からは目標値年間 1mSv 以

下を維持するためにモニタリングを継続して行います。 

健康対策として、平成 24 年 7月から、市内の 4歳から中学 3年生と未就学児の保護者の内部被ばく

検査を行っており、食の安全の対策として、食品放射能分析システムを設置し、学校給食の食材を含

めた農作物の放射性物質の測定を行っています。 

♦ 目標とする指標 

 

■主要事業 

1） 除染作業 

平成 23年 3月の福島第一原発事故以降、除染作業については環境省の除染環境ガイドラインに基づ

き、「子どもが利用する施設については地上 50センチメートル、その他の施設については地上 1メー

トルの高さにおいて、それぞれ測定した空間線量率が毎時 0.23マイクロシーベルト以上」を除染の要

否判断に用いて除染を行いました。 

平成 27年度以降も、放射線に対する市民の皆様の不安軽減を図るとともに市内の放射線量の現状を

把握し、目標値である年間 1mSv以下の維持をするために、放射線量の測定（モニタリング）を継続し

ています。 

※各測定事業については市ホームページ及び広報紙にて随時結果を公表しています。 

 

環境指標 進捗状況（令和元年度） 目標（令和 2年度） 

追加被ばく線量 年間 1mSv以下を維持 年間 1mSv以下 

担      当 環境政策課放射能対策室 実施時期 平成 23年度～継続 

目 標 指 標 
追加被ばく線量 

子どもの施設の除染 

計 

 

 

画 

 H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

追加被ばく 

線量 

年間 1mSv 

以下 

年間 1mSv 

以下 

年間 1mSv 

以下 

年間 1mSv 

以下 

年間 1mSv 

以下 

子どもの施設の 

除染 

モニタリング 

継続 

モニタリング

継続 

モニタリング

継続 

モニタリング

継続 

モニタリング

継続 
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※年間を通じ測定事業が多岐にわたっているため、同表におきましては各測定事業を継続するという形で

「モニタリング継続」と表記しています。 

※令和元年度の各測定事業のモニタリング状況は以下の通りとなります。 

 ・牛久市内放射線量定期測定＝児童施設、公園等を中心に 61箇所 61地点(年 4回実施） 

 ・市内除染済み公園＝39 箇所 39地点(年 4回実施） 

 ・市内河川空間線量測定＝22箇所 22地点(年 2回実施） 

 ・市内調整池空間線量測定＝46箇所 62地点(年 1回実施） 

 ・市内児童施設詳細測定＝小中学校 15施設 178地点(年 1回実施）、市内保育園 13施設 133地点、 

市内幼稚園 6施設 105 地点 

 

2） 食品の放射能検査 

福島第一原発事故による放射能の健康への影響に対し不安払拭の一助とするため、食品放射能分析

システムを市保健センターに設置し、給食の食材を含め牛久市営青果市場から出荷される農作物の放

射性物質の測定を実施するとともに、市内の生産者個人からの測定要望にも応えています。 

目標指標につきましては、経口摂取等により放射性物質が体内に取り込まれることに起因する内部

被ばくは、食品検査を実施することにより未然に防げることから、目標指標を「食品検査の実施」と

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 環境政策課放射能対策室 実施時期 平成 23年度～継続 

目 標 指 標 食品検査の実施 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 

（1,030件） 

実施 

（961件） 

実施 

（890件） 

実施 

（785件） 
実施 

食品放射能分析システム 
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3） 甲状腺超音波(エコー)検査                     

東京電力福島第一原発事故を踏まえ、子どもたちの健康不安払拭の一助としていただくために、「甲

状腺超音波検査」の一部助成を実施します。 

 

4） ホールボディカウンタ検査                

 市民の健康を守るとともに、内部被ばくに対する不安を軽減することを目的として、放射線内部被

ばく検査等の健康調査業務委託に関する協定を特定の医療機関と締結しています。 

 放射線内部被ばく検査を希望する市民に対して、協定を締結している検査機関を紹介します。 

※個人ではなかなか受けるのが大変なホールボディカウンタ検査ですが、牛久市では福島県平田村の「公益財

団法人震災復興支援放射能対策研究所」の協力により、平成 24年度と平成 25年度の受検者が合計 8,030名とな

る大規模な検査を実現しました。 

平成 27年度をもって、市が実施するホールボディカウンタ検査は終了し、平成 28 年度以降は、放射線内部被

ばく調査を希望する市民に対して、協定を締結している検査機関を紹介する体制により、支援を継続しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 環境政策課放射能対策室 実施時期 平成 25年度～継続 

目 標 指 標 甲状腺検査の実施 

計 画 

H28実績 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 

（14人） 

実施 

（6人） 

実施 

（12人） 

実施 

（8人） 
実施 

担 当 環境政策課放射能対策室 実施時期 平成 24年度～継続 

目 標 指 標 内部被ばく検査を希望する市民へ、協定を締結している検査機関の紹介 

計 画 

H28実績 H29目標 H30実績 R1 実績 R2目標 

実施 

（希望者 0人） 

実施 

（希望者 0人） 

実施 

（希望者 0人） 

実施 

（希望者 0人） 
実施 

ホールボディカウンタ検査 
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６．牛久市地球温暖化対策実行計画 

牛久市地球温暖化対策実行計画は、牛久市の行政、事業者、住民などの各主体が地域の自然的社会

的条件に応じて、国や茨城県の取り組みも踏まえつつ、互いに連携しながら対策を実施し、地域の温

室効果ガス排出量を削減することを目的としています。 

 

■主要事業 

 

1） 産業部門における省エネルギー対策に関する普及啓発、取り組みの推進 

牛久市の部門別温室効果ガス排出量の中で最も多い排出量を占める産業部門について、省エネルギ

ー対策に関する普及啓発、取り組みの推進を図ります。 

 

2） 業務その他部門における省エネルギー対策の推進 

 サービス業をはじめとした第 3 次産業に属する企業等の排出量を示す業務その他部門について、省

エネルギー対策の推進と省エネルギー設備の更新を図ります。 

 また、公共施設での運用対策の率先実施、省エネルギー設備の率先導入により温室効果ガス排出量

削減の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 環境政策課 実施時期 平成 29年度～継続 

目 標 指 標 普及啓発セミナーの実施回数 

計 画 
H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

0回 0回 0回 2回 

担 当 環境政策課 実施時期 平成 29年度～継続 

目 標 指 標 
普及啓発セミナーの実施回数 

公共施設における温室効果ガス排出削減量 

計 

 

画 

 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

セミナー実施回数 0回 0回 0回 2回 

公共施設の CO2 排

出削減量 
461ｔ 360ｔ 418ｔ 668ｔ 
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3） 家庭部門における省エネ対策と高効率給湯器の設置の促進 

家庭の省エネ対策と高効率給湯器の設置を図ります。 

 高効率給湯器の設置については、平成 28年度から期限付き補助金として設置費用の一部を助成していま

す。 

 

4） 運輸部門におけるエコドライブ等の推進 

 エコドライブ等の普及啓発を実施します。また、公用車においてもエコドライブ等を率先して実施

します。 

 

5） 廃棄物分野（一般廃棄物）の排出抑制 

 牛久市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に基づき、一般廃棄物の発生を抑制します。 

 
 

 

 

 

 

担 当 環境政策課 実施時期 平成 29年度～継続 

目 標 指 標 
家庭の省エネ説明会の実施回数 

高効率給湯器の設置補助世帯数 

計 

 

画 

 H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

省エネ説明会 5回 5回 5回 4回 

高効率給湯器の

設置補助 
154世帯 177世帯 148世帯 150世帯 

担 当 環境政策課・公共交通対策室 実施時期 平成 29年度～継続 

目 標 指 標 
普及啓発活動の実施 

コミュニティバスの運営方針見直し 

計 

 

画 

 H29実績 H30実績 R1 実績 R2目標 

普及啓発活動 実施（2回） 実施（2回） 実施（2回） 実施 

エコドライブの徹底 確認書締結 確認書締結 確認書締結 確認書締結 

コミュニティバスの

運営方針見直し 

実施 

（乗客数 28.7万人） 

実施 

（乗客数 29.8万人） 

実施 

（乗客数 28.7万人） 

実施 

（乗客数 31万人） 

担 当 廃棄物対策課 実施時期 平成 29年度～継続 

目 標 指 標 一人一日当たりの総排出量 

計 画 
H29実績 H30実績 R1実績 R2目標 

918.6g/人・日 918.6g/人・日 912.3g/人・日 856g/人・日 
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牛久市地球温暖化対策実行計画の進捗状況 

 

分
野
／
部
門 

施
策
分
野 

目標 施策 

主要事業における目標と実績 

令和元年度 令和 2年度 

実績 目標 
目標 

達成率 

産
業
部
門
（
製
造
業
） 

省
エ
ネ 

工場の省エネルギー対

策（運用対策）の最大

限実施 

・普及啓発 

・無料の省エネルギ

ー診断事業の受診

の斡旋 

普及啓発セミナー

実施回数 0回 

普及啓発セミナー

年 2回実施 
0％ 

業
務
そ
の
他
の
部
門 

省
エ
ネ 

・省エネルギー対策

（運用対策）の最大限

実施 

・省エネルギー設備の

導入 

・普及啓発 

・公共施設での率先

実施 

普及啓発セミナー

実施回数 0回 

普及啓発セミナー

年 2回実施 
0％ 

再
エ
ネ 

公共施設の設備更新 
公共施設での率先

実施 
418ｔ-CO2 

668ｔ-CO2 

（R1 年度の目標は 547ｔ

-CO2）※1 

76％ 

家
庭
部
門 

省
エ
ネ 

高効率給湯器導入 
高効率給湯器設置

費用の助成 

導入数 

148世帯/年 

導入数 

150世帯/年 
99％ 

省エネルギー対策（運

用対策）の最大限実施 

省エネパンフレットの

配布 

みどりのカーテンミ

ニ講習会 5回実施 

家庭の省エネ説明

会を年 4回実施 
125％ 

運
輸
部
門 

省
エ
ネ 

エコドライブの徹底 
・パンフレット配布 

・公用車での実施 

「いばらきエコスタイ

ル」の普及啓発活

動を 2回実施 

普及啓発活動 100％ トラック輸送の高効率

化の促進 

省
エ
ネ 

コミュニティバスの運行

頻度の向上 

コミュニティバスの運

営方針の見直し 

コミュニティバスかっ

ぱ号の乗客数 

28.7万人/年 

コミュニティバスかっ

ぱ号の乗客数 

31万人/年 

93％ 

廃
棄
物
分
野 

循
環
型
社
会
の
形
成 

一般廃棄物の発生 

抑制 

パンフレット配布や

ポスター掲示による

普及啓発 

912.2g/人・日 856g/人・日  

※1公共施設の設備更新による対策・施策目標は平成 29年度から令和元年度まで 547ｔとなります。 
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○用語解説 

用 語 解 説 

75%値 河川における有機物による水質汚濁の指標である生物化学的酸素要求量（BOD）、

又は海域における有機物による水質汚濁の指標である化学的酸素要求量（COD）

の年間測定結果が、環境基準に適合しているどうかを評価する際に用いられる年

間統計値。1 年間で得られたすべての日平均値を、測定値の低い方から高い方に

順（昇順）に並べたとき、低い方から数えて 75%目に該当する日平均値が、「75%水質

値」となる。 

BOD 

（生物化学的酸素要

求量） 

水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量のこと

で、河川の有機汚濁を測る代表的な指標。環境基準では、河川の利用目的に応じ

て類型別に定められている。また水質汚濁防止法に基づく排水基準が定められて

いる。BODが高いとDOが欠乏しやすくなり、10mg/L以上で悪臭の発生等がみられ

る。 

COD 

（化学的酸素要求量） 

 

水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算した

もので、海水や湖沼水質の有機物による汚濁状況を測る代表的な指標。環境基準

では、河川には COD値は設定されず、湖沼および海域で類型によりあてはめること

となっている。また、水質汚濁防止法に基づき排出水の規制のための基準値が定

められている。 

うしくエコオフィス行動

計画 

平成 10 年に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律」により、市町村が

温室効果ガス排出を抑制する計画を策定し、公表することが定められた。これを受

けて平成 13年に策定された計画。この中では、温室効果ガス発生を削減できるよう

に仕事のやり方を見直し、職員がどのように行動しなければならないかを定めてい

る。 

環境基準 

 

環境基本法第 16 条に基づいて、政府が定める環境保全行政上の目標。人の健康

を保護し、及び、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。政府は、

公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準の

確保に努めなければならないとされている。これに基づき、大気汚染、水質汚濁、土

壌汚染、騒音などに関する環境基準を定めている。また、これら基準は、常に適切

な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならないと規定されてい

る。なお、ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対策特別措置法を根拠とし

て、大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染の環境基準が定められている。 

光化学オキシダント 自動車や工場から排出された窒素酸化物や炭化水素類などの一次汚染物質が、

太陽光線中の紫外線を受けて光化学反応を起こして発生する物質。夏など日射量

が強く、高温・無風などの条件が重なったとき、光化学オキシダントや PAN（パーオ

キシアセチルナイトレート）等の濃度が局所的に高くなったものを、光化学スモッグと

呼ぶ。光化学オキシダントは高濃度だと目やのどの粘膜を強く刺激するなどの直接

的な健康被害を引き起こす。 

資料編 
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新エネルギー 新エネルギーとは、石油代替エネルギーを製造、発生、利用すること等のうち、経済

性の面での制約から普及が進展しておらず、かつ石油代替エネルギーの促進に特

に寄与するもののことで、これは 1997年に施行された「新エネルギー利用等の促進

に関する特別措置法(新エネ法)」において定義された。化石燃料など高度成長期を

支えたエネルギー源が、枯渇によるエネルギー危機、燃料中に含まれる窒素・硫黄

などによる汚染物質の排出（NOx・SOx）、二酸化炭素の排出による地球温暖化、ま

た大規模水力発電による流域の自然破壊や生態系への影響、さらに原子力発電に

おいても安全性や核廃棄物の処理問題などさまざまな問題を抱えることから、エネ

ルギーの安定供給や環境負荷低減などの観点から開発が進められてきた。2006年

に開催された総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会において、太陽光発

電、風力発電、バイオマスエネルギー利用、雪氷熱等温度差エネルギー利用等が、

新エネルギーとして具体的に定義された。 

水素イオン濃度（pH） 水溶液の酸性、アルカリ性の度合いを表す指標。pH が 7 のときに中性、7 を超える

とアルカリ性、7 未満では酸性を示す。河川水は通常 pH6.5～8.5 を示すが、河口で

の海水の混入や、石灰岩地帯や田畑など流域の地質、生活排水、工場排水などの

人為汚染、夏期における植物プランクトンの光合成等の要因により酸性にもアルカ

リ性にもシフトする。 

大腸菌群数 大腸菌群数は、大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のことをいい、水中

の大腸菌群数は、し尿汚染の指標として使われている。大腸菌群数は、検水 1ml中

の個数（正確には培養後のコロニー数）または、検水 100ml中の最確数（MPN）で表

される。  

地球温暖化 人間の活動の拡大により二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの濃度が

増加し、地表面の温度が上昇すること。通常、太陽からの日射は大気を素通りして

地表面で吸収され、そして、加熱された地表面から赤外線の形で放射された熱が温

室効果ガスに吸収されることによって、地球の平均気温は約 15℃に保たれている。

仮にこの温室効果ガスがないと地球の気温は-18℃になってしまうといわれている。

ところが、近年産業の発展による人間活動により、温室効果ガスの濃度が増加し、

大気中に吸収される熱が増えたことで、地球規模での気温上昇（温暖化）が進んで

いる。異常気象や海面上昇による土地の喪失などの問題を引き起こし、人間や生

態系に大きな影響を与えることが懸念されている。温室効果ガスの濃度上昇の最

大の原因は、石炭、石油等の化石燃料の燃焼であり、さらに大気中の炭素を吸収

貯蔵する森林の減少がそれを助長している。 

二酸化硫黄（SO2） 腐敗した卵に似た刺激臭のある無色の気体。不純物として石炭中に最大 2.5％程

度、原油中に最大 3％程度含まれる硫黄の酸化によって、石炭や石油などの燃焼

時に発生する。また鉄鉱石、銅鉱石にも硫黄が含まれるため、製鉄、銅精錬工程か

らも排出する。主要大気汚染物質のひとつとして、また窒素酸化物とともに酸性雨

の原因物質として知られる。二酸化硫黄による汚染大気は呼吸器を刺激し、せき、

ぜんそく、気管支炎などの障害を引き起こす。 
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二酸化窒素（NO2） 窒素の酸化物で赤褐色の気体。分子量 46.01、融点-9.3℃、沸点 21.3℃。代表的な

『大気汚染物質』である。発生源はボイラーなどの『固定発生源』や自動車などの

『移動発生源』のような燃焼過程、硝酸製造等の工程などがある。燃焼過程からは

ほとんどが一酸化窒素として排出され、大気中で二酸化窒素に酸化される。また、

生物活動に由来する自然発生がある。地球規模では二酸化窒素のほとんどが生物

活動から発生している。人の健康影響については、二酸化窒素濃度とせき・たんの

有症率との関連や、高濃度では急性呼吸器疾患罹患率の増加などが知られてい

る。 

バイオディーゼル燃料 生物由来油から作られたディーゼルエンジン用の燃料。軽油の代替燃料として注目

されている。菜種油などの植物油や使用済みのてんぷら油などにメタノールを加え

てグリセリンを除去するなどの方法で粘度を低下させ、燃料として使用できるように

したもの。カーボンニュートラルの特性をもつバイオマス燃料であり、地球温暖化対

策の一つとして導入が推進されている。普及のための法整備も行われており、ごみ

収集車や公営バスなど公共交通機関への導入が進められている。 

バイオマス 生物を利用して有用物質やエネルギーを得ること。 

ヒ素 地殻中に広く分布しているもので、地下水に溶出したり、海水を介して海藻などにも

微量に含まれている。多量に摂取すると、頭痛、嘔吐などの中毒症状がみられる。 

微小粒子状物質 

（PM2.5） 

直径 2.5 マイクロメートル以下の超微粒子。自然由来以外に、自動車の排気ガスな

どに含まれる。肺の奥まで入りやすく、肺癌や呼吸系・循環器系への影響が懸念さ

れることから、平成 21年に環境基準が設定された。 

浮遊物質量 

（SS） 

水中に浮遊または懸濁している直径 2mm以下の粒子状物質のことで、沈降性の少

ない粘土鉱物による微粒子、動植物プランクトンやその死骸・分解物・付着する微

生物、下水、工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿物が含まれる。SS、懸

濁物質と呼ばれることもある。浮遊物質が多いと透明度などの外観が悪くなるほ

か、魚類のえらがつまって死んだり、光の透過が妨げられて水中の植物の光合成

に影響し発育を阻害することがある。 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

大気中に浮遊している粒子状物質で、代表的な「大気汚染物質」のひとつ。環境基

本法に基づいて定められる環境基準では、粒径 10μm 以下のものと定義している。

発生源は工場のばい煙、自動車排出ガスなどの人の活動に伴うもののほか、自然

界由来（火山、森林火災など）のものがある。また、粒子として排出される一次粒子

とガス状物質が大気中で粒子化する二次生成粒子がある。粒径により呼吸器系の

各部位へ沈着し人の健康に影響を及ぼす。年平均 100mg/m3 になると呼吸器への

影響、全死亡率の上昇などがみられることが知られている。このためSPMの環境基

準は、1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下、1時間値が 0.20mg/m3以下、と定

められている。 

放射性物質 放射線を出す物質。放射能をもつ原子（放射性核種）を含む物質を指す。 

原子炉の核燃料や医療分野の放射線療法などに利用される。また、核爆発や原子

力発電所の事故などで放出された場合、外部被曝や内部被曝により人体に悪影響

を与えるおそれがある。 
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要請限度 

（自動車騒音に係る) 

騒音規制法に基づく自動車騒音対策に係る行政措置。住居の集合地域や病院・学

校の周辺地域であって、騒音規制法に基づく指定地域に指定されている地域にお

いて、市町村長は、自動車騒音が一定の限度（これを「要請限度」という）を超え道

路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときには、都道府県公安委員会に

対して道路交通法に基づく交通規制等の措置を講じるよう要請できる。また、市町

村長は道路管理者に対して道路構造の改善等について意見を述べることができ

る。 

要請限度 

（道路交通振動に 

係る) 

振動規制法に基づく道路交通振動に係る行政措置。住居の集合地域や病院・学校

の周辺地域であって、振動規制法に基づく指定地域に指定されている地域におい

て、市町村長は、道路交通振動が一定の限度（これを「要請限度」という）を超え道

路周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときには、都道府県公安委員会に

対して道路交通法に基づく交通規制等の措置を講じるよう要請できる。また、市町

村長は道路管理者に対して道路構造の改善等を要請することができる。 

溶存酸素（DO） 水中に溶解している酸素の量のことで、代表的な水質汚濁状況を測る指標の１つ。

酸素の溶解度は水温、塩分、気圧等に影響され、水温の上昇につれて小さくなる。

酸素の溶解度が小さくなると同時に、光合成の原料となる二酸化炭素の溶解度も

低下して光合成速度が落ちるため、水中の溶存酸素濃度は低下する。一方で、水

温の上昇によって生物の活動は活発化し、呼吸や有機物の好気性分解による酸素

消費速度量が増加する。一般に清浄な河川ではほぼ飽和値に達しているが、水質

汚濁が進んで水中の有機物が増えると、好気性微生物による有機物の分解に伴っ

て多量の酸素が消費され、水中の溶存酸素濃度が低下する。溶存酸素の低下は、

好気性微生物の活動を抑制して水域の浄化作用を低下させ、また水生生物の窒息

死を招く。一般に魚介類が生存するためには 3mg/l 以上、好気性微生物が活発に

活動するためには 2mg/l 以上が必要で、それ以下では嫌気性分解が起こり、悪臭

物質が発生する。 

類型 水質汚濁の生活環境項目および騒音の環境基準については、全国一律の環境基

準値を設定していない。国において類型別に基準値が示され、これに基づき都道府

県が河川等の状況や、騒音に関係する地域の土地利用状況や時間帯等に応じて

あてはめ、指定していく方式となっている。これを、類型あてはめ（類型指定）という。 

六価クロム クロムは，自然起源の金属元素で、岩石、動植物、土壌及び火山灰等に存在する。 

クロムは、通常、自然界にはイオン価数三価で存在するが、イオン価数六価のクロ

ムは、クロムメッキ、塗料、皮なめし剤など広範に利用されており、化合物形態によ

っては有害となる。 
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